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物
の

輸
入

②京
都
に
お
け
る
唐
物
の
消
費

③島
津
氏
・
大
内
氏
に
よ
る
唐
物
贈
与

④
博多
・
鎌
倉
に
お
け
る
唐
物

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　
本稿
は
、
中
世
に
お
け
る
都
市
の
流
通
・
消
費
を
考
え
る
一
環
と
し
て
、
唐
物
の
流
通
と
消
費
を
　
　
　
　
も
た
ら
さ
れ
た
。
島
津
氏
が
、
将
軍
・
公
家
に
対
し
て
、
琉
球
王
国
・
朝
鮮
王
朝
か
ら
入
手
し
た
唐

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
一
五
～
一
六
世
紀
前
半
の
京
都
を
中
心
に
検
討
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
物
を
積
極
的
に
進
上
し
た
の
に
対
し
て
、
大
内
氏
の
唐
物
進
上
は
、
概
ね
、
天
皇
・
公
家
に
対
し
て
、

　
一
一
～
一
六
世
紀
前
半
、
宋
商
船
や
、
寺
社
造
営
料
唐
船
や
遣
明
船
な
ど
を
通
じ
て
、
中
国
大
陸
　
　
　
　
し
か
も
特
別
な
便
宜
を
受
け
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
大
内
氏
は
、
将
軍
へ
の
進
上
品
に
つ
い

から
京
都
に
唐
物
が
流
入
し
た
。
一
五
世
紀
に
は
朝
鮮
王
朝
と
の
貿
易
も
開
始
さ
れ
、
特
に
同
世
紀
　
　
　
　
て
は
太
刀
・
銭
を
基
本
と
し
て
い
た
。
ま
た
贈
答
品
を
流
用
・
循
環
す
る
事
例
も
あ
る
。

前
半
に
は
、
明
・
朝
鮮
王
朝
・
琉
球
王
国
の
使
節
が
京
都
を
訪
れ
て
唐
物
を
も
た
ら
し
、
唐
物
流
入
　
　
　
　
　
一
五
世
紀
後
半
、
京
都
に
お
け
る
唐
物
流
入
が
減
少
す
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
武
家
の
贈
答
品
は
太

のピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刀
・
銭
な
ど
に
ほ
ぼ
固
定
す
る
傾
向
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
物
の
占
め
る
比
重
は
小
さ
く
な

　京
都
に
お
け
る
唐
物
消
費
の
事
例
と
し
て
は
、
宴
や
儀
式
・
法
要
の
室
礼
や
法
会
の
捧
物
が
あ
げ
　
　
　
　
っ
た
。

ら
れ
る
。
贈
答
品
の
中
に
も
唐
物
は
み
ら
れ
、
天
皇
・
院
・
足
利
将
軍
が
臣
下
ら
に
下
賜
す
る
場
合
　
　
　
　
ま
た
貿
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
博
多
に
お
け
る
贈
答
品
の
中
に
は
、
唐
莚
・
高
麗
木
綿
・
胡
椒
な
ど

や
、
八
朔
の
よ
う
な
年
中
行
事
に
お
い
て
贈
答
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
贈
答
品
の
中
に
は
、
伝
世
　
　
　
　
が
み
ら
れ
た
。
鎌
倉
は
、
一
四
世
紀
前
半
、
唐
物
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
た
が
、
一
五
世
紀
以
後
も
贈

品
も
含
ま
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
な
ど
に
よ
っ
て
唐
物
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
五
～
一
六
世
紀
に
は
、
独
自
に
貿
易
を
行
っ
て
い
た
島
津
氏
・
大
内
氏
ら
か
ら
京
都
に
唐
物
が

8
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は
じ
め
に

　
本
共

同
研
究
に
お
い
て
、
筆
者
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
日
本
列
島
と
ア
ジ
ア
諸
地

域
と
の
交
流
の
中
に
、
列
島
の
中
世
都
市
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

具
体
的
な
課
題
と
し
て
、
次
の
二
つ
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
第
一
に
、
中
世
都
市
の
景
観
や
食
生
活
を
、
列
島
外
の
人
々
の
目
に
ど
の
よ
う
に

映
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
市
に
お
け
る
消
費
を
考
え

る
素
材
と
し
て
、
列
島
の
外
か
ら
日
本
に
流
入
し
た
唐
物
に
注
目
し
、
そ
の
流
通
と

消
費
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
中
世
都
市
を
外
か
ら
（
他
者
か
ら
）
見

る
視
点
に
た
つ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
列
島
内
の
流
通
・
消
費
の
中
に
ア
ジ
ア
と
の

関
係
を
見
出
す
作
業
で
あ
る
。

　
第
一
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
に
お
い
て
、
一
五
世
紀
に
朝
鮮
王
朝
か
ら

派
遣

さ
れ
た
使
節
を
対
象
と
し
て
、
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
収
め
ら
れ
た
彼
ら
の
帰

朝
報
告
や
、
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
（
宋
希
環
著
）
・
『
海
東
諸
国
紀
』
（
申
叔
舟
著
）

を
検
討
し
た
〔
関
一
九
九
九
〕
。
彼
ら
は
、
対
馬
宗
氏
の
守
護
館
や
、
銭
貨
の
流
通

・

市
場
な
ど
を
詳
細
に
観
察
し
て
い
た
。
そ
し
て
尊
処
で
は
土
器
（
か
わ
ら
け
）
を

用
い
、
一
度
使
用
し
た
後
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
（
『
海
東
諸
国
紀
』
日
本
国
紀
、
国

俗
）
と
い
う
よ
う
に
、
同
時
期
の
日
本
側
史
料
に
は
み
ら
れ
な
い
本
質
的
な
指
摘
を

し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
第
二
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
唐
物
を
所
持
・
使
用
し
て
い
た

者
の

多
く
は
、
天
皇
・
院
・
公
家
・
将
軍
・
寺
社
な
ど
の
都
市
領
主
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
唐
物
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
都
市
に
お
け
る
領
主
層
に
よ
る
消
費
の
一
端

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
特
に
京
都
に
は
大
量
の
唐
物
が
流
入
し
て
お
り
、

文
献
史
料
の
上
か
ら
、
流
通
経
路
や
消
費
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
来
の
対
外
関
係
史
（
貿
易
史
）
研
究
に
お
い
て
は
、
唐
物
の
流
通
・
消
費
に
関

す
る
検
討
は
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、
最
近
、
綿
貫
友
子
氏
が
、
陶
磁
器
を
中

心

と
し
て
、
唐
物
の
受
容
や
入
手
の
契
機
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
〔
綿
貫
一

九
九

五
〕
。
特
定
の
物
資
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
佐
々
木
銀
弥
氏
に
よ
る
唐
糸

の
輸
入

と
、
そ
の
価
格
・
利
潤
に
つ
い
て
の
考
察
や
、
村
井
章
介
氏
に
よ
る
申
国
陶

磁
器

（龍
泉
窯
青
磁
）
の
検
討
が
あ
る
〔
佐
々
木
一
九
九
四
、
村
井
一
九
九
五
〕
。

ま
た
、
唐
物
で
は
な
い
も
の
の
、
国
際
的
な
進
上
品
と
し
て
の
馬
に
注
目
さ
れ
た
入

間
田
宣
夫
氏
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
〔
入
間
田
一
九
九
三
・
一
九
九
四
〕
。
筆
者
は
、

香
料

（沈
香
・
窮
香
・
胡
椒
な
ど
）
の
流
通
と
消
費
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ

る
〔
関
一
九
九
二
〕
。
ま
た
陶
磁
器
や
、
朝
鮮
王
朝
が
発
行
し
た
銅
銭
（
朝
鮮
通
宝
）

の
輸
入

に
関
し
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
〔
関
一
九
九
五
二
九
九
八
〕
。

　
本
稿
で

は
、
綿
貫
氏
ら
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
特
定
の
品
目
を
と
り
あ
げ
る
の

で
は

な
く
、
唐
物
全
般
を
扱
う
。
史
料
の
制
約
か
ら
個
別
の
品
目
を
十
分
に
追
究
で

き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
都
市
に
お
け
る
消
費
の
中
で
、
様
々
な
唐
物
が
ど

の

よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
京
都
へ
の
唐
物
の
流
入
を
み
る
と
、
貿
易
船
（
宋
商
船
や
遣
明
船
な

ど
）
を
通
じ
て
も
た
さ
れ
た
他
、
一
五
～
一
六
世
紀
に
は
、
島
津
氏
・
大
内
氏
の
よ

う
な
貿
易
を
行
っ
て
い
る
大
名
か
ら
京
都
へ
の
進
上
品
の
申
に
も
唐
物
は
含
ま
れ
て

い

た
。
い
わ
ば
、
贈
与
に
よ
る
唐
物
の
流
通
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
唐
物
の
贈
与
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ

な
い
（
〔
関
一
九
九
二
〕
に
お
い
て
若
干
言
及
し
た
）
が
、
日
本
中
世
に
お
け
る

贈
与
に
関
す
る
研
究
自
体
は
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
。
二
木
謙
一
氏
は
、
武
家
儀
礼

研
究
の

一
環

と
し
て
、
室
町
幕
府
の
年
中
行
事
に
お
け
る
贈
答
品
を
検
討
さ
れ
た

〔
二
木

一
九

八

五
〕
。
羽
下
徳
彦
氏
は
、
武
家
社
会
に
お
け
る
恒
例
・
臨
時
の
贈
答
に

つ
い
て

検
討
さ
れ
、
唐
物
に
も
注
意
を
向
け
ら
れ
て
い
る
〔
羽
下
一
九
九
五
〕
。
今

谷
明
氏
は
、
室
町
幕
府
財
政
の
中
に
、
五
山
献
物
・
献
銭
を
位
置
づ
け
ら
れ
た
〔
今

谷

一
九

八

五
〕
。
そ
し
て
遠
藤
基
郎
氏
が
、
人
的
関
係
に
基
づ
く
贈
与
と
し
て
の

「
ト
ブ
ラ
ヒ
（
訪
）
」
に
注
目
さ
れ
た
〔
遠
藤
一
九
九
二
〕
の
を
契
機
と
し
て
、
贈
与

研
究
は
著
し
い
進
展
を
と
げ
て
い
る
。
田
中
浩
司
氏
は
、
「
礼
銭
」
「
礼
物
」
の
授
受
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か

ら
室
町
幕
府
と
荘
園
領
主
の
関
係
を
、
ま
た
年
中
行
事
に
お
け
る
進
上
品
な
ど
か

ら
室
町
幕
府
の
経
済
を
考
察
さ
れ
た
〔
田
中
浩
司
一
九
九
四
・
一
九
九
八
〕
。
金
子
拓

氏

は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
「
礼
の
秩
序
」
の
形
成
と
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、

進
物
折
紙
や
、
室
町
殿
の
南
都
下
向
・
東
寺
御
成
な
ど
を
論
じ
ら
れ
た
〔
金
子
一

九

九

八
〕
。
桜
井
英
治
氏
は
、
贈
答
品
の
流
用
・
循
環
や
折
紙
銭
の
経
済
的
機
能
、

献
物
・
売
物
に
注
目
さ
れ
、
贈
与
の
ル
ー
テ
ィ
ン
化
（
合
理
化
）
に
一
五
世
紀
贈
与

経
済
の
特
質
を
見
出
さ
れ
て
い
る
〔
桜
井
一
九
九
六
二
九
九
八
〕
。
一
方
、
豊
富
な

事
例
の
収
集
を
通
じ
て
、
贈
与
と
負
担
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
盛
本
昌
広
氏
は
、
水
産

物
・
鳥
・
馬
・
瓜
な
ど
、
贈
答
品
の
種
類
や
特
性
を
抽
出
さ
れ
た
〔
盛
本
一
九
九

七
〕
。

　
本
稿

に
お
い
て
も
、
右
の
諸
研
究
に
学
び
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
が
、

唐
物
の
流
通
・
消
費
に
関
す
る
具
体
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
た
い
。
唐

物
獲
得
に
至
る
ま
で
の
経
過
や
、
唐
物
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
用
さ
れ
、
誰
に
贈

与

さ
れ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
即
物
的
な
検
討
を
試
み
る
。
対
象
と
す
る
時
期

は
、
＝
～
一
六
世
紀
中
頃
と
す
る
が
、
特
に
一
五
～
一
六
世
紀
前
半
に
重
点
を
お

き
た
い
。

　
第
一
章
で
は
、
京
都
へ
の
唐
物
流
入
を
念
頭
に
お
い
て
、
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島

・

琉
球
な
ど
か
ら
の
唐
物
輸
入
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
二
章
で
は
、
京
都
に
お
け

る
唐
物
の
消
費
を
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
島
津
氏
・
大
内
氏
に
よ
る
京
都
へ
の

唐
物
贈
与
を
考
察
し
、
第
四
章
で
は
京
都
以
外
の
都
市
と
し
て
博
多
・
鎌
倉
を
取
り

上
げ
、
唐
物
の
贈
与
な
ど
に
つ
い
て
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
唐
物
に
関
す
る
史
料
は

膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
た
め
、
本
稿
で
の
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も
中
間
報
告
に
す
ぎ
な

い

こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
本
稿
で
使
用
す
る
「
唐
物
」
の
語
に
つ
い
て
定
義
し
て
お
く
。
こ
の
語
か
ら
は
、

中
国
か
ら
の
輸
入
品
が
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
中
に
は
東
南
ア
ジ
ア
産
の
物
資
も

含

ま
れ
て
い
た
。
ま
た
「
抑
自
高
麗
公
方
へ
進
物
到
来
、
鵡
眼
千
貫
・
唐
物
重
宝

済
々
進
云
々
」
（
『
看
聞
日
記
』
永
享
三
年
七
月
二
八
日
条
）
と
い
う
記
事
か
ら
、
朝

鮮
王
朝
か
ら
の
輸
入
品
に
対
し
て
も
「
唐
物
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一

五
～
一
六
世
紀
に
は
、
琉
球
王
国
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
中
国
産
の
物
資
も
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
唐
物
の
語
を
、
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
・
琉
球
な
ど

か

ら
の
輸
入
品
（
舶
来
品
）
と
定
義
し
て
使
用
す
る
。
具
体
的
に
は
、
絵
画
（
唐

絵
）
・
書
籍
・
絹
織
物
・
香
料
・
薬
種
・
工
芸
品
・
陶
磁
器
・
金
属
器
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
尚
、
本
稿
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
銭
貨
（
宋
銭
・
明
銭
な
ど
）
も
唐
物
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
銭
貨
の
研
究
に
は
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で

は

直
接
分
析
対
象
と
は
し
な
い
。

　
史
料
の
検
索
に
あ
た
っ
て
は
、
『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』
や
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
し
、
ま
た
島
津
家
文
書
の
検
索
に
つ
い
て
は
、
文
部

省
科
学
研
究
費
補
助
金
重
点
領
域
研
究
（
平
成
六
～
九
年
度
）
「
沖
縄
の
歴
史
情
報

研
究
」
の
成
果
も
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
大
内
氏
関
係
史
料
の
検
索
は
、
〔
山

口
県
一
九
九
六
〕
を
利
用
し
た
。

0
唐
物
の
輸
入

　
本
章
で
は
、
京
都
に
ど
の
よ
う
に
唐
物
が
運
ば
れ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
二

～
一
六
世
紀
前
半
の
貿
易
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
行

論

に
必
要
な
限
り
を
述
べ
る
こ
と
と
し
、
当
該
期
の
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
貿
易
全

体
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

ω
宋
・
元
・
高
麗
か
ら
の
唐
物
輸
入

　
一
〇
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
北
宋
と
朝
廷
と
の
間
に
国
交
は
開
か
れ
な
か
っ
た
が
、

宋
の
商
船
が
明
州
か
ら
日
本
列
島
に
来
航
し
た
。
貿
易
の
窓
口
は
大
宰
府
で
あ
り
、

そ
の
港
で
あ
る
博
多
に
は
、
外
交
使
節
・
商
人
を
応
接
す
る
鴻
臆
館
が
置
か
れ
て
い

た
。
朝
廷
で
は
大
宰
府
の
報
告
に
基
づ
い
て
品
物
を
購
入
す
る
た
め
に
唐
物
使
を
派

遣

し
て
い
た
が
、
次
第
に
大
宰
府
に
委
任
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
高
麗
に
は
、
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日
本
商
船
が
訪
れ
て
お
り
、
二
二
世
紀
に
は
対
馬
国
衙
・
大
宰
府
か
ら
「
進
奉
船
」

が

派
遣
さ
れ
た
（
「
進
奉
船
」
の
始
期
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
〔
李
一
九
九

九
〕
）
。
森
克
己
氏
は
、
日
本
・
宋
・
高
麗
の
間
に
は
連
鎖
関
係
が
生
じ
た
と
さ
れ
、

日
本
と
高
麗
、
日
本
と
宋
、
宋
と
高
麗
と
の
間
に
流
通
し
た
貿
易
品
が
共
通
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
森
克
己
一
九
七
五
a
・
b
〕

　
＝
世
紀
半
ば
以
降
の
宋
と
の
貿
易
に
関
し
て
は
、
最
近
活
発
に
議
論
さ
れ
て
お

り
、
京
都
と
の
関
係
に
も
関
わ
る
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
か

つ
て

森
克
己
氏
は
、
荘
園
内
密
貿
易
説
を
提
示
さ
れ
た
が
〔
森
克
己
一
九
七
五

a
〕
、
山
内
晋
次
氏
は
、
＝
一
世
紀
前
半
ま
で
は
大
宰
府
の
管
理
貿
易
は
続
い
て
い

た
と
し
て
、
森
説
を
批
判
さ
れ
た
［
山
内
一
九
八
九
・
一
九
九
四
］
。
ま
た
亀
井
明
徳

氏

は
、
一
一
世
紀
後
半
、
博
多
に
「
唐
坊
」
が
形
成
さ
れ
る
の
に
注
目
し
て
、
東
ア

ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
み
ら
れ
る
、
宋
商
人
が
国
外
に
長
期
に
わ
た
っ
て
居
住

し
て
貿
易
を
行
う
住
蕃
貿
易
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
さ
れ
た
〔
亀
井
一
九
九
五
〕
。

山
内
・
亀
井
両
氏
の
指
摘
は
、
主
と
し
て
宋
か
ら
日
本
に
物
資
が
持
ち
込
ま
れ
る
段

階
に
注
目
し
た
も
の
で
、
宋
商
人
側
か
ら
み
た
理
解
と
い
え
る
〔
大
庭
一
九
九
九
〕
。

　
一
方
、
林
文
理
氏
は
、
京
都
と
の
関
係
に
留
意
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
〔
林

一
九

九

八
〕
。
一
一
世
紀
半
ば
以
降
の
貿
易
の
内
実
は
、
博
多
に
お
け
る
「
権
門
貿

易
」
で
あ
り
、
大
宰
府
の
府
官
層
を
も
巻
き
込
ん
だ
私
貿
易
（
民
間
貿
易
）
の
形
態

を
と
り
、
単
独
な
い
し
複
数
の
権
門
勢
家
に
よ
る
貿
易
が
行
わ
れ
た
。
林
氏
は
、
荘

園
公
領
制
に
対
応
し
た
貿
易
シ
ス
テ
ム
が
、
一
二
世
紀
前
半
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
林
氏
の
い
う
「
権
門
貿
易
」
は
、
一
〇
世
紀
以
来
の
諸
権
門

（摂
関
家
・
寺
社
・
院
・
幕
府
）
に
よ
る
海
外
通
交
を
「
権
門
通
交
体
制
」
と
す
る

橋
本
雄
氏
の
提
起
〔
橋
本
一
九
九
八
b
〕
と
も
重
な
り
、
当
該
期
の
京
都
へ
の
唐
物

流
入
を
理
解
す
る
上
で
も
有
効
な
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
林
氏
の
い
う
「
私
貿
易
」

と
い
う
概
念
は
、
後
述
す
る
明
や
朝
鮮
王
朝
の
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
貿
易
と
民
間

商
人
に
よ
る
貿
易
と
い
う
二
つ
に
裁
然
と
区
分
け
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
有
効
だ

が
、
日
本
の
「
権
門
」
の
よ
う
な
公
的
（
領
主
的
）
性
格
を
強
く
も
つ
貿
易
主
体
を

位
置
づ
け
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
、
宋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
唐
物
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
藤
原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
で
は
、
以
下
の
物
を
列
挙
し
て
い
る
〔
（
）
内
は
、

引
用
者
の
注
記
〕
。

　
　
沈
（
沈
香
）
・
窮
香
・
衣
比
（
薫
物
の
一
種
）
・
丁
子
・
甘
松
・
薫
陸
・
青
木

　
　
（
青
木
香
）
・
竜
脳
・
牛
頭
（
牛
頭
香
）
・
鶏
舌
（
丁
子
の
一
種
）
・
白
檀
・
赤
木

　
　
・
紫
檀
・
蘇
芳
（
蘇
木
）
・
陶
砂
（
明
暮
）
・
紅
雪
（
薬
品
）
・
紫
雪
（
薬
品
）
・

　
　
金
益
丹

（金
液
丹
、
丹
薬
）
・
銀
益
丹
（
丹
薬
）
・
紫
金
膏
・
巴
豆
・
雄
黄
・
可

　
　
梨
勒
・
楕
榔
子
・
銅
黄
（
顔
料
）
・
緑
青
（
顔
料
）
・
燕
脂
（
嚥
脂
虫
の
粉
末
）

　
　
・
空
青
（
薬
用
の
鉱
石
）
・
丹
・
朱
砂
・
胡
粉
・
豹
虎
皮
・
藤
茶
碗
・
籠
子
・

　
　
犀
生
角
・
水
牛
如
意
・
焉
璃
帯
・
瑠
璃
壼
・
綾
・
錦
・
羅
・
穀
（
綾
以
下
は
、

　
　
絹
織
物
）
・
呉
竹
・
吹
玉

沈
香
・
爵
香
・
丁
子
の
よ
う
な
香
料
（
薬
用
に
な
る
も
の
も
あ
る
）
や
、
染
料
（
蘇

芳
な
ど
）
・
薬
品
・
絹
織
物
な
ど
が
み
え
る
。

　
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
三
月
二
日
、
「
大
宋
国
台
州
商
客
」
の
周
文
商
が
、
宗

像
神
社
大
宮
司
妙
忠
（
筑
前
高
田
牧
司
）
を
通
じ
て
藤
原
実
資
に
贈
っ
た
唐
物
は
、

翠
紋
花
・
小
紋
禄
殊
錦
・
大
紋
白
綾
・
癖
香
・
丁
香
・
沈
香
・
薫
陸
香
・
可
梨
勒
・

石
金
青
・
光
明
朱
砂
・
色
々
銭
紙
・
糸
鮭
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
後
日
実
資
は
返
却

し
て
い
る
）
。
同
日
、
こ
れ
と
は
別
個
の
実
資
へ
の
進
物
が
あ
り
、
例
え
ば
、
薩
摩

守
巨
勢
文
任
は
絹
・
蘇
芳
・
花
・
革
を
、
妙
忠
は
蘇
芳
・
雄
黄
・
紫
金
膏
・
緑
青
大

冊
・
金
漆
升
を
贈
っ
て
い
る
（
『
小
右
記
』
長
元
二
年
三
月
二
日
・
八
月
二
日
条
）
。

　
右
の
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
森
克
己
氏
は
宋
か
ら
の
輸
入
品
を
、
唐
織
物
・
木

綿
・
香
薬
・
竹
木
類
・
異
鳥
珍
獣
・
書
籍
に
分
類
し
て
い
る
〔
森
克
己
一
九
七
五

a
〕
。

　
一
二
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
平
氏
政
権
が
、
宋
商
船
と
貿
易
に
積
極
的
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
唐
物
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
の
は
、
鎌
倉
幕
府
も
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同
様
で
あ
り
、
文
治
元
年
（
＝
八
五
）
九
州
か
ら
帰
陣
し
た
源
範
頼
は
、
後
白
河

法
皇
に
は
唐
錦
・
唐
綾
絹
羅
・
南
廷
・
唐
墨
・
茶
碗
具
・
唐
莚
等
を
、
源
頼
朝
・
北

条
政
子
に

は

唐
錦
・
唐
綾
・
南
廷
等
を
献
じ
て
い
る
（
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
一
〇

月
廿
日
条
）
〔
田
中
健
夫
一
九
七
五
〕
。
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
、
武
藤
資
頼
が
大

宰
少
弐
に
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
幕
府
は
大
宰
府
を
掌
握
し
、
貿
易
に
も
直
接
関

与
し
て
い
っ
た
〔
川
添
一
九
七
五
〕
。

　
一
方
、
日
本
か
ら
も
「
唐
船
」
が
、
中
国
江
南
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
。
仁
治
三
年

（
一
二
四

二
）
、
西
園
寺
公
経
の
経
営
す
る
唐
船
が
帰
国
し
、
銭
一
〇
万
貫
．
鶉
鵡
．

水
牛
な
ど
を
も
た
ら
し
て
い
る
（
『
民
経
記
』
仁
治
三
年
七
月
四
日
条
）
。

　
最
後
に
、
元
と
の
貿
易
を
み
て
お
こ
う
。
元
（
大
元
ウ
ル
ス
）
に
よ
る
貿
易
管
理

は
、
宋
・
明
に
比
べ
て
弱
い
た
め
、
日
本
と
の
政
治
的
な
緊
張
関
係
に
も
関
わ
ら
ず
、

空
前
の
民
間
ベ
ー
ス
の
交
流
の
時
代
を
迎
え
る
〔
村
井
一
九
九
五
〕
。
一
四
世
紀
前

半

は
、
寺
社
造
営
料
唐
船
が
中
国
大
陸
に
向
け
て
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、

商
人
や
日
本
・
中
国
の
禅
僧
が
、
東
ア
ジ
ア
海
域
を
頻
繁
に
往
来
し
た
の
で
あ
る
。

寺
社
造
営
料
唐
船
も
、
民
間
ベ
ー
ス
の
貿
易
船
に
幕
府
・
朝
廷
が
公
許
を
与
え
た
と

い
う
性
格
が
強
か
っ
た
〔
村
井
一
九
九
四
〕
。
一
九
七
六
年
に
韓
国
の
新
安
沖
で
発

見

さ
れ
た
沈
没
船
は
、
至
治
三
年
（
一
三
二
三
）
の
銘
の
あ
る
木
簡
（
荷
札
）
に
東

福
寺
の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
東
福
寺
再
建
の
た
め
の
造
営
料
唐
船
で
あ
っ
た

（ま
た
博
多
の
箱
崎
宮
造
営
料
を
得
る
目
的
も
あ
っ
た
）
。

　
一
四
世
紀
前
半
に
お
け
る
鎌
倉
の
唐
物
ブ
ー
ム
（
後
述
）
に
比
べ
る
と
、
同
時
期

の

京
都
で
の
唐
物
受
容
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
醍
醐
天
皇
は
、
こ
の
時
期

に
は
異
例
な
ほ
ど
、
唐
物
を
愛
好
し
て
い
た
。
宋
学
の
受
容
、
銅
銭
（
乾
坤
通
宝
）

・

紙
幣
の
発
行
計
画
、
さ
ら
に
住
吉
神
社
造
営
料
唐
船
の
用
途
に
関
す
る
処
置
な
ど

と
も
あ
わ
せ
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
中
国
大
陸
へ
の
関
心
の
高
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
〔
川
添
一
九
七
五
・
森
茂
暁
二
〇
〇
〇
〕
。

②
明
・
朝
鮮
王
朝
・
琉
球
か
ら
の
唐
物
輸
入

　
一
五
世
紀
初
期
、
足
利
義
満
は
、
明
皇
帝
か
ら
日
本
国
王
に
冊
封
さ
れ
、
通
交
関

係
を
成
立
さ
せ
た
。
明
と
の
間
で
は
、
進
貢
貿
易
・
公
貿
易
・
私
貿
易
と
い
う
三
つ

の
形
態
に
よ
る
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
夫
氏
の
整
理

が
要
を
得
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
引
用
し
て
お
こ
う
〔
田
中
健
夫
一
九
八
二
〕
。

　
①
進
貢
貿
易

　
　
　
遣

明
船
は
朝
貢
船
で
あ
る
か
ら
日
本
国
王
（
足
利
将
軍
）
の
進
貢
物
を
明
の

　
　
　
皇
帝
に
捧
げ
る
の
が
建
て
前
で
あ
る
。
使
節
も
ま
た
自
進
物
と
し
て
皇
帝
に

　
　
　
貢
物
を
献
上
し
た
。
こ
れ
ら
の
進
貢
に
対
し
て
は
巨
額
の
頒
賜
（
回
賜
）
が

　
　
　
あ
り
、
一
種
の
割
り
の
よ
い
貿
易
と
考
え
ら
れ
た
。
馬
・
太
刀
・
硫
黄
・
焉

　
　
　
璃
・
金
屏
風
・
扇
・
槍
な
ど
を
進
貢
し
、
白
金
や
絹
織
物
・
銅
銭
な
ど
が
あ

　
　
　
た
え
ら
れ
た
。

②
公
貿
易

　
　
　
遣
明
船
の
附
搭
物
に
つ
い
て
明
の
政
府
と
の
間
で
取
り
引
き
さ
れ
る
貿
易
で

　
　
　
あ
る
。
附
搭
物
と
は
、
幕
府
の
貨
物
、
遣
明
船
経
営
者
の
貨
物
、
遣
明
船
に

　
　
　
搭
乗
を
許
さ
れ
た
客
商
・
従
商
の
貨
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
北
京
に
送
ら
れ

　
　
　
る
の
が
建
て
前
で
、
北
京
で
価
格
が
き
め
ら
れ
て
取
引
き
さ
れ
た
。
蘇
木
・

　
　
　
銅
・
硫
黄
・
刀
剣
類
等
の
日
本
品
に
対
し
て
銅
銭
・
絹
・
布
等
が
支
払
わ
れ

　
　
　
た
。

③
私
貿
易

　
　
　
寧
波
に
お
け
る
牙
行
と
の
貿
易
、
北
京
に
お
け
る
会
同
館
貿
易
、
北
京
か
ら

　
　
　
寧
波
へ
の
帰
路
の
沿
道
で
行
わ
れ
る
貿
易
の
三
つ
が
あ
っ
た
。
牙
行
は
、
明

　
　
　
の
政
府
か
ら
官
許
を
得
た
特
権
商
人
で
、
遣
明
船
の
貨
物
の
委
託
販
売
、
遣

　
　
　
明
船
が
日
本
に
持
帰
る
貨
物
の
受
託
購
入
に
あ
た
っ
た
。
私
貿
易
に
よ
っ
て

　
　
　
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
貨
物
は
、
生
糸
・
絹
織
物
を
は
じ
め
、
糸
錦
・
布
・

　
　
　
薬
材
・
砂
糖
・
陶
磁
器
・
書
籍
・
書
画
・
紅
線
お
よ
び
各
種
の
銅
器
・
漆
器
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等
の
調
度
品
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
①
は
、
贈
答
行
為
と
い
え
る
。
贈
与
品
は
、
日
本
国
王
の
国
書
や
明
皇
帝

の
勅
書
に
付
随
す
る
別
幅
に
記
載
さ
れ
た
。

　
｝
六
世
紀
、
明
で
書
か
れ
た
日
本
研
究
書
の
中
に
、
日
本
人
が
好
む
中
国
品
を
解

説

し
た
「
倭
好
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
鄭
若
曾
の
『
日
本
図
纂
』

（
一
五
六
一
年
成
立
）
や
『
簿
海
図
編
』
（
一
五
六
二
年
成
立
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
次
の
二
二
種
を
挙
げ
て
い
る
。
（
）
内
の
注
記
は
、
〔
田
中
健
夫
一
九

九

七
〕
に
拠
る
。

　
　
糸
（
生
糸
）
・
糸
錦
（
真
綿
、
繭
綿
、
絹
と
綿
）
・
布
（
木
綿
布
）
・
綿
綱
（
絹

　
　
の

つ

む
ぎ
）
・
綿
繍
・
紅
線
・
水
銀
’
針
・
鉄
練
・
鉄
鍋
・
磁
器
・
古
文
銭
・

　
　
古
名
画
・
古
名
字
・
古
書
・
薬
材
・
彪
毯
・
馬
背
艶
・
粉
（
お
し
ろ
い
）
・
小

　
　
食
縫
・
漆
器
・
酷
（
酢
）

時
代
・
史
料
の
性
格
が
異
な
る
の
で
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
前
述
し
た
『
新

猿
楽
記
』
に
比
べ
て
、
唐
織
物
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
い
こ
と
は
窺
え
よ
う
。

　
次
に
朝
鮮
王
朝
と
の
関
係
を
み
て
お
こ
う
。
朝
鮮
王
朝
は
、
日
本
国
王
使
以
外
に

も
、
諸
大
名
・
領
主
・
商
人
ら
の
通
交
を
許
し
た
た
め
、
多
元
的
な
通
交
関
係
が
成

立
す

る
。
そ
の
場
合
の
貿
易
形
態
も
、
明
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
〔
田
中
健
夫
一

九

五
九
・
長
一
九
七
五
〕
。

　
①
日
本
国
王
・
朝
鮮
国
王
間
の
贈
答
、
諸
使
節
の
朝
鮮
国
王
へ
の
進
上
と
、
そ
れ

　
　
へ
の
回
賜
の
他
、
使
節
に
よ
る
私
進
上
と
そ
れ
へ
の
回
賜
も
あ
っ
た
。

　
②
公
貿
易
は
、
朝
鮮
王
朝
が
官
物
を
も
っ
て
交
易
す
る
形
態
で
あ
る
。
世
宗
朝
の

　
　
初
年
、
朝
鮮
に
産
し
な
い
銅
・
錫
・
蘇
木
・
胡
椒
な
ど
を
対
象
と
し
て
始
め
た

　
　
も
の
で
、
両
国
物
資
の
交
換
比
率
が
王
朝
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
③
私
貿
易
は
、
公
貿
易
の
対
象
以
外
の
品
を
役
人
監
督
の
も
と
に
朝
鮮
商
人
と
取

　
　
り
引
き
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
は
、
密
貿
易
を
生
む
温
床
に
も
な
つ

　
　
た
。

　
朝
鮮
王
朝
と
の
貿
易
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
総
体
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
記
載
が
、
概
ね
①
に
限
ら
れ
て
い
る
（
そ
れ
も

ご

く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
②
に
つ
い
て
は
、
一
五
世
紀
後
半
の
『
朝
鮮
成
宗
実
録
』

以
降
判
明
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
）
た
め
、
全
体
像
は
容
易
に
明
ら
か
に
し
え

な
い
。
ち
な
み
に
田
村
洋
幸
氏
に
よ
る
「
日
朝
貿
易
」
の
研
究
は
、
（
一
）
の
進
上

品
を
輸
出
品
、
回
賜
品
を
輸
入
品
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
使
節
（
上
・
副
官
人
）
の

「私
進
」
を
私
貿
易
と
混
同
〔
四
二
↓
頁
〕
し
て
い
る
〔
田
村
　
九
六
七
〕
。

　
田
村
氏
の
整
理
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
国
王
が
日
本
国
王
あ
て
に
贈
っ
た
も
の
（
一
四

〇

二

～
四
八
年
）
を
み
て
お
く
と
、
経
典
類
（
大
蔵
経
の
場
合
や
、
個
別
の
経
典
の

場
合
が
あ
る
）
、
工
芸
品
（
銀
樽
・
銀
瓶
・
青
銅
な
ど
）
、
布
（
苧
布
・
麻
布
〔
正
布

と
も
い
う
〕
や
綿
紬
〔
絹
の
つ
む
ぎ
〕
な
ど
）
、
毛
皮
（
虎
皮
・
豹
皮
）
、
彩
花
席

（花
む
し
ろ
）
、
人
参
・
松
子
・
精
密
（
蜂
蜜
）
な
ど
で
あ
る
〔
田
村
一
九
六
七
〕
。

こ
の
う
ち
麻
布
は
朝
鮮
王
朝
に
お
い
て
通
貨
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
綿
布
と
あ

わ
せ
て
、
い
ず
れ
の
使
節
に
対
し
て
も
贈
ら
れ
る
代
表
的
な
回
賜
品
で
あ
る
。

　
日
本
国
王
使
に
よ
る
贈
与
を
含
め
て
、
多
く
の
使
節
が
刀
剣
を
進
上
品
と
し
た
。

朝
鮮
王
朝
へ
の
通
交
を
求
め
た
「
日
本
使
臣
」
は
数
多
か
っ
た
が
、
一
本
の
刀
を
献

じ
て
「
使
臣
」
と
称
す
る
者
さ
え
い
た
（
『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
五
、
元
年
九
月
癸

亥

〔二

一
日
〕
条
）
〔
田
中
健
夫
一
九
五
九
〕
。
臣
従
の
証
と
し
て
刀
剣
を
献
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
五
～
一
六
世
紀
、
武
家
の
贈
答
に
お
い
て
は
、

太

刀
は
最
も
基
本
的
な
贈
与
品
（
特
に
将
軍
に
対
し
て
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
朝

鮮
王
朝
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
刀
が
、
明
側
の
需
要
が
高
い
進

上
品
・
公
貿
易
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
〔
田
中
博
美
一
九
九
〇
、

何

一
九
九
〇
〕
が
、
朝
鮮
王
朝
へ
の
贈
与
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
日
本
を
代
表
す
る

国
際
的
な
商
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
遣
明
・
遣
朝
鮮
使
節
の
帰
還
に
同
行
し
て
、
明
・
朝
鮮
王
朝
か
ら
の
使
節
が

来
日
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
京
都
に
唐
物
が
も
た
ら
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

　
例

え
ば
、
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
、
竜
室
道
淵
を
正
使
と
す
る
遣
明
船
が
、
明

使
雷
春
ら
を
伴
い
帰
還
し
た
。
雷
春
は
、
足
利
義
教
に
対
し
、
「
唐
櫃
五
十
合
・
鳥
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屋
十
籠
・
鷲
眼
舟
万
貫
云
々
」
を
進
上
し
て
い
る
。
櫃
に
収
め
ら
れ
た
宝
物
を
、
正

蔵
主
が
取
出
し
、
目
録
（
別
幅
）
と
校
合
し
た
が
、
「
金
欄
・
曇
子
・
盆
・
香
合
・

絵
・
花
瓶
・
香
炉
・
涼
橋
・
日
照
笠
・
良
薬
等
其
外
之
物
」
は
い
ま
だ
筥
を
開
か
ず
、

寝
殿

に
「
棚
数
・
脚
立
」
を
並
置
き
、
「
珍
物
等
」
は
数
を
知
ら
ず
で
あ
っ
た
と
い

う
（
『
看
聞
日
記
』
永
享
六
年
六
月
五
日
・
六
日
条
）
。
明
皇
帝
宣
徳
帝
か
ら
の
別
幅

を
み
る
と
、
日
本
国
王
・
王
妃
に
対
し
、
「
白
金
」
（
銀
）
・
「
粧
花
絨
錦
」
（
絹
織
物

の
一
つ
）
・
「
綜
糸
」
（
椴
子
）
・
「
羅
」
「
紗
」
（
う
す
も
の
。
絹
織
物
の
一
つ
）
・
「
彩

絹
」
や
「
殊
紅
漆
彩
粧
戟
金
輪
一
乗
」
な
ど
が
回
賜
品
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
『
善

隣
国
宝
記
』
下
、
一
・
二
号
、
明
宣
徳
帝
別
幅
）
。
こ
の
時
に
は
、
「
定
直
新
渡
唐
墨

三

丁
執
進
、
唐
人
商
売
流
布
云
々
」
（
『
看
聞
日
記
』
永
享
六
年
六
月
一
八
日
条
）
と

い
う
記
事
も
あ
る
。
「
唐
人
商
売
流
布
」
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
雷
春
ら

に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
唐
墨
が
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
よ
う
。

　
琉
球
王

国
の
使
節
も
、
一
五
世
紀
前
・
中
期
に
は
頻
繁
に
畿
内
に
入
り
、
京
都
に

物
資
が
運
ば
れ
た
。
琉
球
使
節
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
概
ね
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア

の
産
品
で
あ
っ
た
〔
小
葉
田
一
九
三
九
〕
。

　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
管
領
細
川
持
之
の
返
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
「
足
利
将

軍
御
内
書
井
奉
書
留
」
九
〇
・
九
一
号
、
〈
〉
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
）
。

　
　
一
　
金
欄
一
端
〈
表
〉
・
嬬
子
二
端
〈
黒
〉
・
香
十
斤
給
候
、
悦
入
候
、
御
太

一

右
の
史
料
か
ら
、

刀
一
腰
〈
・
・
、
・
・
〉
・
馬
一
匹
く
・
・
、
・
↓
進
之
候
、
事
々
期

後
信
候
、
恐
々
、

　
　
十
一
月
廿
日

　
　
琉
球
代
主
殿

蠕
子
五
端
給
候
、
喜
入
候
、
伍
太
刀
一
腰
〈
・
・
〉
・
小
袖
一
織
〈
唐
織
、

口
糸
〉
進
之
候
、
事
々
期
後
信
候
、
恐
々
、

　
　
同

　
　
王
将
軍
〈
琉
球
国
執
事
也
、
始
而
御
礼
被
申
也
、
〉

　
　
　
「
琉
球
代
主
」
（
琉
球
国
王
1
1
中
山
王
）
か
ら
金
欄
・
嬬
子
（
絹
織

物
）
・
香
が
、
「
王
将
軍
」
（
琉
球
国
執
事
）
か
ら
濡
子
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

金
欄
・
嬬
子
は
明
か
ら
、
香
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
、
琉
球
が
入

手
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
、
琉
球
国
正
使
芥
隠
西
堂
（
芥
隠
承
琉
、
も
と
京
都
の

人

〔小

島
一
九
八
六
〕
）
が
、
「
梅
月
大
軸
」
と
南
蛮
酒
の
小
樽
を
、
蔭
涼
軒
主
季
現

真
蘂
に
贈
っ
て
き
た
。
こ
の
大
軸
は
「
大
唐
国
」
（
明
）
か
ら
琉
球
国
王
に
贈
っ
た

画
軸
で
あ
っ
た
が
、
要
望
に
応
え
て
持
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
（
『
蔭
涼
軒
日
録
』

文
正
元
年
八
月
一
日
・
五
日
条
）
〔
村
井
一
九
九
五
〕
。

　
ま
た
一
五
世
紀
前
半
、
東
南
ア
ジ
ア
船
が
日
本
列
島
に
直
接
来
航
し
て
い
る
〔
和

田
一
九
八
六
〕
。

　
応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
）
、
小
浜
に
「
南
蕃
船
」
が
着
岸
し
た
。
「
帝
王
」
「
亜

烈
進
卿
」
よ
り
「
日
本
の
国
王
」
へ
の
進
物
と
し
て
、
「
生
象
一
疋
〈
黒
〉
・
山
馬
一

隻
・
孔
雀
二
対
・
鶉
鵡
二
対
」
な
ど
が
贈
ら
れ
て
い
る
（
『
若
狭
国
税
所
今
富
名
領

主
次
第
』
応
永
一
五
年
六
月
廿
二
日
条
）
。
こ
の
船
は
、
旧
港
か
ら
の
船
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
〔
和
田
一
九
六
七
〕
。
応
永
一
九
年
に
も
「
南
蕃
船
二
艘
」
が
小
浜
に

着
岸
し
、
「
御
所
」
（
足
利
将
軍
）
へ
の
「
進
物
注
文
」
（
別
幅
）
を
も
た
ら
し
た

（同
、
応
永
一
九
年
六
月
廿
一
日
条
）
〔
高
橋
一
九
九
こ
。
応
永
二
五
年
に
は
、
「
南

蛮
国
」
か
ら
の
進
物
と
し
て
「
沈
・
象
・
牙
藤
以
下
々
等
」
が
京
都
に
到
来
し
て
い

る
（
『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
五
年
八
月
一
八
日
条
）
。

②
京
都
に
お
け
る
唐
物
の
消
費

　

こ
こ
で
は
、
唐
物
が
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
た
の
か
を
、
京
都
の
場
合
を
中
心
に

検
討
し
て
み
よ
う
。

　
綿
貫
友
子
氏
は
、
文
献
史
料
に
み
え
る
唐
物
の
消
費
を
、
次
の
五
点
に
整
理
さ
れ

て

い
る
〔
綿
貫
一
九
九
五
〕
。

　
　

（
一
）

（年
中
）
行
事
・
儀
式
・
法
要
な
ど
の
場
に
お
け
る
室
礼
（
部
屋
を
飾
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る
道
具
、
調
度
）

　
　

（
二
）
贈
答
・
進
物
と
し
て
の
品

　
　

（
三
）
寺
院
の
什
物

　
　

（
四
）
唐
物
披
露
・
唐
物
市

　
　

（
五
）
そ
の
他

　

こ
の
整
理
は
概
ね
首
肯
で
き
る
が
、
（
一
）
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
よ
り
仔
細
に
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
京
都
の
事
例
を
中
心
に
、
ω
室
礼
、
②
法
会
の
捧
物
、
そ
し
て

贈
答
・
進
物
に
関
し
て
は
③
天
皇
・
院
・
将
軍
か
ら
の
下
賜
と
、
ω
天
皇
・
院
・
将

軍

に
対
す
る
進
上
（
と
、
そ
れ
に
対
す
る
下
賜
）
の
ケ
ー
ス
に
分
け
て
、
管
見
に
入

っ

た
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
ω
宴
や
儀
式
・
法
要
の
室
礼
な
ど
の
利
用

　
ま
ず
室
礼
の
事
例
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
三
月
、
九
条
知
家
家
の
和
歌
会
に
、
唐
墨
二
挺
、
一
杯

盛
の
唐
菓
物
な
ど
が
備
え
ら
れ
た
（
『
明
月
記
』
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
三
月
一

七

日
条
）
。
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
六
月
＝
二
日
、
西
園
寺
実
氏
邸
へ
の
行
幸
に

際

し
て
、
銀
瓶
・
小
瓶
の
薫
物
・
沈
・
窮
が
薫
か
れ
た
（
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
六

月
二
一
日
条
）
。
ま
た
藤
原
定
家
は
、
藤
原
為
家
邸
の
宴
に
つ
い
て
、
「
錦
・
唐
物
、

村
濃
・
沈
・
窮
・
丁
子
之
類
」
や
「
金
・
銀
・
珠
玉
」
を
用
い
た
こ
と
や
、
九
条
道

家
に
竜
蹄
七
疋
を
贈
る
こ
と
な
ど
を
聞
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
『
明
月
記
』
寛

喜
二
年
六
月
一
四
日
条
）
。

　
部
屋
を
飾
る
調
度
品
と
し
て
、
特
に
「
唐
絵
」
は
、
よ
く
利
用
さ
れ
た
〔
横
井

一
九
七
九
〕
。

　
治
承
四
年
（
＝
八
〇
）
七
月
、
上
野
守
頼
高
が
、
福
原
よ
り
上
洛
し
て
、
九
条

兼
実
の

も
と
に
唐
絵
屏
風
一
帖
を
持
参
し
て
い
る
（
『
玉
葉
』
治
承
四
年
七
月
二

日
条
）
。
ま
た
寛
喜
三
年
（
＝
三
二
）
、
伊
勢
公
卿
勅
使
の
発
遣
に
あ
た
っ
て
拝
礼

が
あ
り
、
清
涼
殿
に
大
宋
屏
風
を
立
て
廻
ら
し
た
（
『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
一
〇
月

九
日
条
）
。

　
法
会
で
も
唐
絵
は
利
用
さ
れ
た
。
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
一
一
月
一
六
日
、
月

蝕
の

た
め
、
内
教
坊
で
『
仁
王
経
』
の
読
調
を
行
っ
た
際
に
、
壁
代
に
大
宋
屏
風
を

立
て

廻

ら
し
て
い
る
（
『
吉
記
』
養
和
元
年
＝
月
一
六
日
条
）
。
建
長
五
年
（
一
二

五

三
）
の
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
供
養
に
、
御
座
の
南
西
北
等
に
「
大
宋
屏
風
」
が
立
て

廻
ら
さ
れ
た
（
『
経
俊
卿
記
』
建
長
五
年
一
二
月
二
三
日
条
）
。

　
一
五
世
紀
に
は
、
唐
絵
は
室
礼
に
一
層
利
用
さ
れ
た
。
綿
貫
氏
が
検
討
さ
れ
た
、

伏
見
宮
貞
成
親
王
『
看
聞
日
記
』
の
事
例
を
み
て
お
こ
う
〔
綿
貫
一
九
九
五
〕
。

　
貞
成
の
常
御
所
で
行
わ
れ
た
七
夕
に
は
、
「
胡
銅
」
「
金
銅
」
「
染
付
」
な
ど
の
花

瓶

を
出
席
者
が
持
ち
寄
っ
て
部
屋
を
飾
っ
た
が
、
唐
絵
も
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ

た
。
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
七
月
七
日
に
は
、
座
敷
に
屏
風
二
双
を
飾
り
、
「
唐

絵
廿
三

幅
、
棚
二
脚
、
卓
等
花
五
十
三
瓶
立
」
を
用
意
し
た
。
そ
の
唐
絵
は
、
「
禁

裏
唐
絵
三
幅
〈
文
殊
人
形
、
龍
眠
筆
〉
」
の
他
は
、
若
宮
や
大
光
明
寺
な
ど
が
進
上

し
た
（
永
享
七
年
七
月
七
日
条
）
。

　
ま
た
応
永
二
八
年
（
「
四
二
一
）
八
月
＝
日
、
大
光
明
寺
で
の
談
義
見
宝
塔
品

の
導
場
で
は
、
草
花
を
立
て
た
三
十
余
の
花
瓶
と
「
盆
・
香
箱
以
下
種
々
唐
物
」
が

置
か
れ
、
さ
ら
に
玉
阿
筆
の
「
唐
絵
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
（
応
永
二
八
年
八
月
一

一
日
条
）
。
そ
し
て
「
唐
絵
」
は
、
し
ば
し
ば
貸
借
さ
れ
た
（
永
享
一
〇
年
四
月
二

日
条
）
。

　
と
こ
ろ
で
綿
貫
氏
も
注
意
さ
れ
た
よ
う
に
、
貞
成
親
王
主
催
の
七
夕
に
お
い
て
、

様
々
な
唐
物
を
持
参
し
た
人
物
に
宝
泉
と
い
う
土
倉
が
い
る
。
応
永
二
三
年
（
一
四

一
六
）
の
七
夕
の
折
り
に
は
、
「
飾
具
足
・
唐
物
等
宝
泉
悉
進
之
」
と
あ
る
（
応
永

二
三
年
七
月
七
日
条
）
。
土
倉
の
中
に
は
、
相
当
な
量
の
唐
物
を
有
し
て
い
た
者
が

い
た
の
で
あ
る
。

　
②
法
会
の
捧
物

　
寺
院
の
法
会
や
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
も
、
唐
物
は
使
用
さ
れ
た
。
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建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
六
月
二
一
日
付
の
栄
西
書
状
（
東
大
寺
所
蔵
因
明
論
議

抄
裏
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻
一
六
八
八
号
）
に
は
、
造
東
大
寺
大
勧
進
栄
西
は

華
厳
会
の
捧
物
と
し
て
「
唐
墨
八
十
五
廷
、
唐
筆
七
十
五
支
」
を
献
上
し
て
い
る
。

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
の
仏
名
雑
事
注
文
（
「
仁
和
寺
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三

巻
一
八
二
四
号
）
に
は
、
「
御
捧
物
」
の
中
に
、
「
赤
地
錦
一
段
、
紅
唐
綾
一
段
、
紫

唐
綾
一
段
、
白
唐
綾
二
段
」
や
「
款
冬
唐
綾
一
段
」
「
唐
綾
一
懸
（
子
脱
ヵ
）
〈
十

段
〉
」
な
ど
が
み
え
る
。

　
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
八
月
一
八
日
の
御
霊
祭
な
ら
び
に
止
雨
奉
幣
が
、
丹
生

川
上
社
・
貴
布
祢
社
（
貴
船
社
）
の
両
社
に
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
神
祇
官
勘
申

状

に
は
、
「
五
色
絹
各
一
疋
、
生
絹
一
疋
、
糸
弐
匂
、
綿
弐
屯
、
木
綿
弐
斤
」
な
ど

が
勘
申
さ
れ
て
い
る
（
『
康
富
記
』
享
徳
二
年
八
月
一
八
日
条
）
。

　
③
天
皇
・
院
・
将
軍
の
下
賜
物

　
天
皇
・
院
・
将
軍
に
納
め
ら
れ
た
唐
物
が
、
臣
下
ら
に
下
賜
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
。　

＝
世
紀
、
大
宰
府
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
唐
物
を
天
皇
が
み
る
唐
物
御
覧
が
、
し

ば

し
ば
行
わ
れ
た
〔
山
内
一
九
九
三
〕
。
長
和
二
年
（
一
〇
二
二
）
の
例
を
挙
げ
て

お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
術
力
）

　
　
参
皇
太
后
宮
、
参
大
内
、
奏
唐
物
解
文
、
召
即
即
御
前
覧
之
、
皇
太
后
宮
・
中

　
　
宮
・
皇
后
宮
・
東
宮
等
被
少
々
奉
、
又
皇
后
宮
宮
々
少
々
給
之
、
余
給
錦
八
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膀
）

　
　
・
綾
廿
三
疋
・
丁
子
百
両
・
窮
香
五
齊
・
紺
青
百
両
・
甘
松
三
斤
許
、
皇
太
后

　
　
宮
・
中
宮
・
東
宮
御
使
各
賜
禄
、
入
夜
退
出
、
参
中
宮
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
二
月
四
日
条
）

右
の
記
事
は
、
藤
原
道
長
が
、
大
宰
府
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
唐
物
解
文
を
奉
じ
、
三

条
天
皇
が
唐
物
御
覧
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
皇
太
后
彰
子
・
中
宮
研
子
．

皇

后
城
子
・
東
宮
敦
成
親
王
に
唐
物
が
分
け
ら
れ
た
ほ
か
、
道
長
に
対
し
て
も
べ
錦

・

綾
や

丁
子
・
窮
香
・
甘
松
香
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
関
連
記
事
は
、
『
小
右
記
』

長
和
二
年
二
月
四
日
条
に
あ
る
）
。

　
儀
式
に
お
け
る
下
賜
物
の
中
に
も
、
唐
物
が
み
え
る
。
寛
喜
三
年
（
＝
三
二
）

伊
勢
公
卿
勅
使
の
発
遣
の
時
、
内
裏
よ
り
下
さ
れ
た
物
を
み
る
と
、
唐
錦
（
三
段
三

丈
五
尺
）
・
唐
綾
（
三
段
二
丈
）
や
沈
・
丁
子
（
各
六
両
）
が
含
ま
れ
て
い
る
（
『
民

経
記
』
寛
喜
三
年
一
〇
月
九
日
条
）
。

　
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
、
室
町
殿
の
五
壇
法
（
六
月
＝
二
日
よ
り
始
行
）
に
際

し
て
、
仙
洞
（
後
小
松
院
）
よ
り
室
町
殿
（
足
利
義
教
）
へ
「
御
剣
〈
久
国
〉
・
盆

〈
了
山
〉
・
御
絵
・
盆
・
香
合
・
玉
簾
以
下
」
の
「
種
々
重
宝
」
が
（
『
満
済
准
后
日

記
』
永
享
二
年
六
月
＝
一
日
条
）
、
ま
た
満
済
准
后
に
対
し
て
「
盆
く
堆
紅
V
・
香
呂

〈
古
〉
・
段
子
一
端
・
花
瓶
〈
染
付
〉
・
引
合
十
帖
」
と
い
う
「
種
々
重
宝
」
を
下
賜

し
て
い
る
。
満
済
准
后
は
、
使
者
の
四
辻
宰
相
（
季
保
）
に
対
し
て
＝
重
太
刀
」

を
献
上
し
た
（
『
満
済
准
后
日
記
』
同
年
六
月
二
二
日
条
）
。
こ
の
例
か
ら
み
る
と
新

規
に
得
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
重
宝
」
、
す
な
わ
ち
伝
世
品
が
下
賜
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
琉
球
国
か
ら
到
来
し
た
沈
香
を
下
賜
し
た
事
例
も
あ
る
。

　
　
自
　
仙
洞
勅
書
被
下
、
　
自
瑠
玖
国
到
来
沈
香
一
・
二
俵
御
用
可
申
沙
汰
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
三
年
〔
一
四
三
こ
八
月
一
二
日
条
）

　
　
自
瑠
玖
国
沈
俵
一
十
八
斤
〈
代
千
八
百
疋
〉
、
自
室
町
殿
召
給
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
三
年
一
〇
月
二
七
日
条
）

前
者
は
仙
洞
か
ら
申
沙
汰
を
命
じ
ら
れ
、
後
者
は
室
町
殿
（
足
利
義
教
）
か
ら
満
済

准
后
に
対
し
て
沈
香
を
下
賜
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
記
事
を
一
連
の
も
の
と
考
え

れ

ば
、
満
済
が
後
小
松
上
皇
の
依
頼
で
、
義
教
か
ら
沈
俵
を
千
八
百
疋
で
買
っ
た
も

の

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
に
は
沈
俵
に
代
銭
の
記
載
が
あ
る
が
、
次
の
よ
う

な
事
例
も
あ
る
。

　
　
自
瑠
玖
国
着
岸
物
共
内
、
就
所
用
、
可
申
入
旨
、
直
蒙
仰
間
、
内
々
申
入
処
、

　
　
如
申
談
拝
領
了
、
段
子
四
端
・
蠕
子
四
端
く
以
上
八
端
、
代
四
千
疋
計
欺
v
・

　
　
沈
俵
二
〈
一
俵
上
三
十
斤
、
代
三
千
疋
〉
・
一
俵
く
二
十
斤
下
、
代
千
疋
V
、
以
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上
此
分
悉
遣
代
、
於
籾
井
方
召
渡
了
、

　
　
　
　
　
　
　
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
五
年
〔
一
四
三
三
〕
八
月
廿
九
日
条
）

足
利
義
教
が
満
済
に
対
し
、
琉
球
国
よ
り
の
「
着
岸
物
」
の
う
ち
所
用
の
物
を
申
請

す
る
よ
う
命
じ
た
。
満
済
は
内
々
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
申
請
通
り
段
子
・
濡
子
・

沈
俵
を
拝
領
し
た
。
そ
の
代
銭
は
、
段
子
・
椴
子
四
端
に
つ
き
四
千
疋
ば
か
り
で
、

沈
俵
に
つ
い
て
は
合
わ
せ
て
四
千
疋
で
あ
っ
た
。
満
済
は
、
代
銭
全
額
を
公
方
御
倉

の

籾
井
に
渡
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
将
軍
か
ら
購
入
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
代
銭
の
記
載
は
、
こ
れ
ら
の
唐
物
の
価
格
を
推
測
さ
せ
る
。

ω
天
皇
・
院
・
将
軍
へ
の
進
上
と
返
礼

　
最
後
に
、
天
皇
・
院
・
将
軍
へ
の
唐
物
進
上
の
事
例
を
み
て
お
こ
う
。

　
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
、
後
鳥
羽
上
皇
は
、
三
七
箇
日
の
逆
修
を
行
っ
た
。
そ

の
際
の
逆
修
進
物
注
文
を
み
る
と
、
多
く
の
唐
物
が
み
え
る
（
伏
見
宮
記
録
利
五
八

『鎌
倉
遺
文
』
四
巻
二
一
六
二
号
）
。
例
え
ば
、
脩
明
門
院
（
藤
原
重
子
）
分
に
「
赤

地
唐
錦
被
物
入
重
」
、
亀
菊
殿
分
に
「
種
々
唐
薬
八
枝
〈
付
銀
松
枝
、
茶
碗
壷
入
薬
、

其
上
以
薄
様
裏
之
、
入
透
袋
〉
」
、
播
磨
守
忠
綱
分
に
「
色
々
唐
綾
八
十
段
〈
唐
物

也
〉
」
、
刑
部
大
輔
入
道
仲
国
分
に
「
染
付
八
十
段
〈
以
小
文
唐
物
一
段
各
裏
之
、
以

村
濃
組
結
之
〉
」
「
唐
絹
八
十
疋
〈
以
紫
御
綾
一
反
各
裏
之
〉
」
な
ど
が
み
え
る
。

　
一
方
、
室
町
殿
（
足
利
将
軍
）
か
ら
内
裏
へ
の
進
上
品
を
み
る
と
、
応
永
二
三
年

（
一
四
一
六
）
二
月
、
足
利
義
持
は
、
コ
献
料
万
疋
・
唐
物
五
種
」
を
持
参
し
て
い

る
（
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
三
年
二
月
九
日
条
）
。
永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
の
足

利
義
教
に
よ
る
内
裏
へ
の
「
当
座
御
引
出
物
」
を
み
る
と
、
「
唐
糸
〈
紅
〉
」
・
「
石
硯

〈
唐
〉
」
・
「
香
炉
〈
胡
銅
ろ
く
〉
」
・
「
御
鏡
〈
唐
〉
」
な
ど
が
み
え
る
（
『
看
聞
日
記
』

永
享
一
〇
年
四
月
二
六
日
条
）
。

　
次

に
、
室
町
幕
府
の
公
式
年
中
行
事
で
あ
る
八
朔
の
事
例
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
八
朔
に
つ
い
て
は
、
二
木
謙
一
氏
の
研
究
に
詳
し
い
〔
二
木
一
九
八
五
〕
。
幕
府

の

公
式
行
事
と
し
て
定
着
し
た
足
利
義
満
期
か
ら
足
利
義
教
期
ま
で
は
、
朔
日
・
二

日
・
三
日
の
三
か
日
間
に
わ
た
っ
て
、
同
じ
対
象
同
士
両
三
度
、
三
回
も
の
贈
答
が

行
わ
れ
た
。
そ
れ
以
前
と
、
嘉
吉
以
降
は
朔
日
だ
け
一
回
の
贈
答
で
あ
っ
た
。
鎌
倉

期
～
南
北
朝
初
期
ま
で
は
、
下
位
者
の
上
位
者
に
対
す
る
進
上
の
み
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
返
礼
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
二
木
氏
は
、
こ
の
八
朔
行
事
の
起
源
は
、
「
田
実
」
（
葱
）
す
な
わ
ち
初
穂
の
稲
を

贈
る
と
い
う
村
落
の
習
慣
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
を
義
堂
周

信
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
応
安
三
年
（
二
二
七
〇
）
八
月
一
日
条
に
求
め
て
い
る

が
、
そ
の
記
事
に
お
い
て
、
周
信
は
、
泉
倉
よ
り
沈
香
一
塊
・
砂
糖
一
壼
と
い
う
唐

物
や
蝋
燭
十
条
を
賜
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
都
に
お
い
て
八
朔
が
年
中
行
事
化
す

る
中
で
、
唐
物
を
贈
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
具
体
例
と
し
て
満
済
准
后
に
よ
る
八
朔
贈
答
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
彼
は
進
上

先
を
「
内
裏
・
仙
洞
・
室
町
殿
」
す
な
わ
ち
天
皇
・
上
皇
・
将
軍
の
三
箇
所
と
決
め

て

い

た
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
三
年
八
月
一
日
条
）
。
二
木
氏
は
、
毎
年
一
日
に

屏

風
一
隻
と
扇
一
裏
、
二
日
は
牛
一
頭
、
三
日
に
は
盆
・
香
合
・
水
指
等
を
進
上
す

る
の
を
例
と
し
て
い
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
八
月
三
日
分
の
満
済

か

ら
室
町
殿
へ
の
「
御
葱
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
仔
細
に
み
て
お
き
た
い
。
具
体

的
な
品
目
の
わ
か
る
場
合
を
『
満
済
准
后
日
記
』
か
ら
掲
出
し
て
お
く
。

　
満
済
か
ら
室
町
殿
へ
の
進
上
品
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
盆
一
枚
〈
堆
紅
〉
・
香
合
〈
削
紅
〉
・
水
指
〈
茶
〉
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
長
元
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆
一
枚
・
金
香
合
丁
茶
碗
・
花
瓶
〈
ユ
リ
キ
耳
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
長
二
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆

〈
堆
紅
〉
・
茶
鏡
・
水
瓶
〈
在
台
〉
　
　
　
　
（
永
享
二
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆

〈
桂
漿
、
文
孔
雀
〉
・
段
子
一
端
〈
浅
黄
、
文
水
〉
・
北
絹
一
端
〈
浅
黄
〉
・

　
　
唐
綾
一
端
〈
萌
黄
〉
・
香
炉
〈
茶
〉
・
高
檀
紙
一
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
享
三
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆
一
枚
〈
桂
漿
〉
・
水
瓶
〈
茶
椀
、
在
蓋
〉
・
食
籠
〈
削
紅
〉
一
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（
永
享
四
年
八
月
三
日
条
）

ほ

と
ん
ど
が
唐
物
で
あ
り
、
盆
は
必
ず
進
上
さ
れ
、
ま
た
水
差
・
茶
碗
・
花
瓶
・
香

炉

な
ど
の
陶
磁
器
類
も
毎
年
贈
ら
れ
て
い
る
。
永
享
三
年
の
場
合
は
、
か
な
り
気
張

っ

て
お

り
、
段
子
・
北
絹
・
唐
綾
と
い
う
中
国
産
の
絹
織
物
を
贈
っ
て
い
る
（
ち
な

み

に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
沈
香
を
将
軍
か
ら
拝
領
し
た
の
は
、
八
朔
よ
り
後
の
、

同
年
一
〇
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
る
）
。

　
一
方
、
室
町
殿
か
ら
の
「
御
返
」
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
御
盆
〈
堆
紅
〉
・
御
香
籠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
永
二
五
年
入
月
三
日
条
）

　
　
食
籠
〈
削
紅
〉
・
段
子
三
端
・
盆
〈
桂
漿
、
地
紅
〉
（
正
長
元
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆

く
堆
紅
、
輪
花
V
一
枚
・
金
欄
一
端
〈
黄
〉
・
練
貫
五
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
享
三
年
八
月
三
日
条
）

　
　
盆

〈
堆
紅
〉
一
枚
・
金
欄
一
端
・
（
練
貫
）
五
重
　
（
永
享
四
年
八
月
三
日
条
）

永
享
六
年
に
は
、
室
町
殿
（
足
利
義
教
）
よ
り
三
条
中
納
言
（
実
雅
）
を
通
じ
て
、

「練
貫
十

貫
・
盆
・
香
合
・
引
合
」
と
い
う
「
御
引
物
」
を
拝
領
し
た
。
「
盆
・
香

合
」
は
「
重
宝
」
で
あ
る
。
ま
た
「
若
公
御
方
」
（
足
利
義
勝
）
よ
り
伊
勢
守
を
通

じ
て
、
「
五
重
・
盆
・
香
合
」
を
拝
領
し
た
（
永
享
六
年
八
月
三
日
条
）
。
こ
の
よ
う

に
、
満
済
へ
の
下
賜
品
に
お
い
て
も
、
盆
を
必
ず
贈
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
伝
世
品
で

あ
っ
た
。
ま
た
段
子
・
金
欄
の
よ
う
な
絹
織
物
や
香
合
も
贈
っ
て
い
る
。

　
以
上
み
て

き
た
よ
う
に
、
応
永
～
永
享
期
に
お
け
る
八
朔
の
贈
答
品
は
多
様
で
あ

つ

た

が
、
足
利
義
政
期
頃
か
ら
は
、
幕
府
の
朝
廷
へ
の
進
物
は
太
刀
・
馬
に
固
定
さ

れ
、
諸
大
名
・
公
家
衆
と
の
贈
答
品
も
太
刀
や
馬
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
〔
二
木

一
九

八

五
〕
。
『
殿
中
申
次
記
』
（
一
六
世
紀
初
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
武
家
故
実
書
）

に
つ
い
て
の
田
中
浩
司
氏
の
検
討
結
果
を
み
て
も
、
陳
外
郎
が
薫
衣
香
を
将
軍
に
進

上

し
た
の
を
除
き
、
贈
答
品
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
唐
物
は
み
ら
れ
な
い
〔
田
中
浩
司

一
九
九
八
〕
。

③
島
津
氏
・
大
内
氏
に
よ
る
唐
物
贈
与

　
第
一
章
で
み
た
よ
う
な
貿
易
船
に
よ
る
流
入
と
は
別
に
、
京
都
以
外
の
領
主
が
入

手
し
た
唐
物
が
、
贈
与
の
形
で
京
都
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、

領
主

間
の
贈
答
に
よ
る
唐
物
の
流
通
で
あ
る
。
そ
の
具
体
像
を
、
一
五
～
一
六
世
紀

前
半
に
お
け
る
、
島
津
氏
と
大
内
氏
に
よ
る
贈
答
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

ω
島
津
氏
に
よ
る
唐
物
贈
与

　
（
a
）
唐
物
の
入
手

　
島
津
氏
が
拠
点
と
し
て
い
た
南
九
州
は
、
早
く
か
ら
列
島
外
の
世
界
と
の
交
流
が

あ
っ
た
。

　
最
近
、
万
之
瀬
川
下
流
域
の
持
躰
松
遺
跡
（
金
峰
町
宮
崎
字
持
躰
松
、
中
世
に
は

阿
多
南
方
）
か
ら
大
量
の
輸
入
陶
磁
器
が
出
土
し
た
（
一
二
世
紀
中
葉
～
＝
二
世
紀

前
半
が
流
入
の
ピ
ー
ク
）
。
そ
の
成
果
を
も
と
に
、
柳
原
敏
昭
氏
は
、
中
世
前
期
、

万
之
瀬
川
河
口
に
は
外
洋
船
も
入
る
湊
が
あ
り
、
領
主
居
館
・
寺
社
・
商
人
の
集
住

地
・
市
場
と
い
っ
た
消
費
地
・
流
通
拠
点
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
万
之
瀬
川
や
道

路
で

結
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
加
世
田
別
府
唐
坊
は
、
宋
人
居
留
地
で
あ

っ

た
こ
と
を
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
柳
原
一
九
九
九
a
・
b
〕
。

　
一
四
世
紀
末
期
～
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
島
津
氏
・
伊
集
院
氏
ら
に
よ
る
朝
鮮
王

朝
へ
の
通
交
や
、
琉
球
王
国
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
〔
鹿
児
島
県
一
九

三
九
〕
。

　
朝
鮮
王
朝
と
の
通
交
に
つ
い
て
は
、
既
に
秋
山
謙
蔵
氏
や
田
村
洋
幸
氏
が
整
理
さ

れ
て

い

る
〔
秋
山
謙
蔵
一
九
三
九
・
田
村
洋
幸
一
九
六
七
〕
。
太
祖
四
年
（
一
三
九

五
）
、
島
津
伊
久
が
朝
鮮
人
被
虜
人
を
送
還
し
、
伊
集
院
頼
久
が
臣
と
称
し
て
書
を

奉
じ
た
（
『
朝
鮮
太
祖
実
録
』
巻
七
、
四
年
四
月
戊
子
〔
二
五
日
〕
条
）
の
を
初
見

と
し
て
、
島
津
・
伊
集
院
・
市
来
氏
ら
の
通
交
記
事
を
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
や
『
海
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東
諸
国
紀
』
に
多
数
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
進
上
・
回
賜
品
の
記
載
が
な
い

ケ
ー
ス
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
通
交
貿
易
の
全
体
像
は
明
確
で
は
な
い
。

　
比
較
的
記
載
に
恵
ま
れ
た
『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
に
基
づ
く
田
村
洋
幸
氏
の
整
理
に

拠
れ

ば
、
進
上
品
は
領
内
の
特
産
品
で
あ
る
硫
黄
や
、
太
刀
が
ま
ず
目
に
付
く
。
そ

の
他
、
東
南
ア
ジ
ア
方
面
で
産
し
た
と
み
ら
れ
る
蘇
木
・
沈
香
・
胡
椒
・
肉
桂
や
砂

糖
、
あ
る
い
は
金
欄
（
中
国
産
）
な
ど
が
み
え
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
琉
球
を
通
じ

て

入
手
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
回
賜
品
は
正
布
（
麻
布
）
や
綿
布
が
主
で

あ
る
。
世
宗
五
年
（
一
四
二
三
）
、
田
平
省
の
使
送
金
元
珍
（
も
と
朝
鮮
人
）
の
言

に
よ
り
、
朝
鮮
側
か
ら
、
島
津
久
豊
に
対
し
て
「
虎
皮
・
花
席
・
綿
紬
・
苧
麻
布
・

人

参
・
松
子
等
物
」
を
贈
っ
て
、
日
向
・
大
隅
・
薩
摩
三
州
の
被
虜
人
の
送
還
を
要

請
し
た
（
『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
一
九
、
五
年
三
月
乙
酉
〔
四
日
〕
条
）
。
ま
た
文
宗

元
年
（
一
四
五
一
）
、
島
津
忠
国
（
貴
久
）
は
、
朝
鮮
王
朝
に
対
し
て
「
白
銀
・
綿

紬
・
虎
豹
皮
・
虎
肉
・
虎
謄
・
鋳
鉄
灌
子
及
紋
席
・
火
炉
鍮
盆
・
苧
布
・
人
参
等

物
」
を
求
め
、
銀
・
銅
鉄
・
人
参
以
外
の
物
が
回
賜
さ
れ
た
（
『
朝
鮮
文
宗
実
録
』

巻
五
、
元
年
正
月
甲
辰
〔
四
日
〕
条
。
尚
、
こ
の
記
事
を
、
島
津
貴
久
が
「
虎
皮
な

ど
南
海
産
品
を
朝
鮮
に
献
上
」
し
た
と
す
る
福
島
金
治
氏
の
解
釈
〔
福
島
一
九
八

八
〕
は
、
誤
り
）
。

　
ま
た
琉
球
王
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
文
明
二
二
年
（
一
四
八
一
）
以
後

は
、
「
綾
船
」
（
文
船
）
が
琉
球
か
ら
薩
摩
に
派
遣
さ
れ
た
（
『
島
津
国
史
』
文
明
一

三
年
八
月
六
日
条
）
〔
喜
舎
場
］
九
九
三
〕
。
後
述
す
る
島
津
氏
の
幕
府
へ
の
献
上
品

を
み
る
と
、
一
四
世
紀
末
期
に
は
琉
球
と
の
間
の
贈
答
・
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
事
例
に
な
る
が
、
島
津
氏
と
琉
球
国
王
と
の
贈
答
を
み
て

お

こ
う
（
『
大
日
本
古
文
書
　
島
津
家
文
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
同
書
の
巻
数
・
号

数
を
、
『
旧
記
雑
録
』
か
ら
の
引
用
は
、
『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
巻
数
と
号
数
を
掲
げ

る
）
。

　
島
津
立
久
が
琉
球
国
王
尚
徳
の
国
王
即
位
を
祝
っ
て
「
太
平
書
」
を
送
っ
た
の
に

対

し
、
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
六
月
三
日
、
「
琉
球
国
王
」
（
尚
徳
）
は
コ
ニ
州
太

主
」
（
島
津
立
久
）
あ
て
に
、
「
段
子
八
匹
」
な
ど
を
贈
っ
て
い
る
（
琉
球
国
王
尚
徳

書
状
案
、
「
島
津
家
文
書
」
・
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
－
＝
二
七
〇
号
）
。
文
明
年
中

（六
年
ヵ
）
の
「
金
丸
世
主
」
（
第
二
尚
氏
の
尚
円
）
か
ら
島
津
御
屋
形
御
奉
行
所
に

あ
て
に
、
島
津
忠
昌
の
家
督
相
続
を
祝
っ
て
い
る
（
年
未
詳
六
月
二
〇
日
付
　
琉
球

国
金
丸
世
主
書
状
、
「
島
津
家
文
書
」
・
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
－
一
四
八
九
号
）
。
大

永
七
年
（
一
五
二
七
）
、
「
琉
球
国
世
主
」
（
尚
清
）
が
、
「
武
具
之
両
種
」
を
贈
ら
れ

た
御
礼
と
し
て
、
「
北
絹
〈
十
端
〉
・
素
糸
〈
十
斤
〉
」
を
島
津
忠
良
に
対
し
て
贈
っ

て

い

る
（
〔
大
永
七
年
〕
八
月
朔
日
付
　
琉
球
国
世
主
書
状
、
「
島
津
家
文
書
」
三
－

一
四

〇
二
号
。
年
次
比
定
は
、
『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』
に
拠
る
）
。
ま
た
万
暦
五

年
（
一
五
七
七
）
に
は
、
琉
球
国
王
尚
永
は
、
島
津
義
久
の
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
三

か

国
平
定
を
祝
い
（
万
暦
五
年
閏
八
月
廿
一
日
付
　
中
山
王
尚
永
書
状
写
、
「
島
津

家
文
書
」
・
『
旧
記
雑
録
後
編
』
一
－
九
二
六
号
）
、
次
の
よ
う
な
注
文
が
作
成
さ
れ
て

い
る
。

　
　
天
界
寺
使
僧
之
時
目
録
（
『
旧
記
雑
録
後
編
』
丁
九
二
七
号
で
は
、
「
朱
カ
キ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
）

　
　
　
　
注
文

　
　
　
黄
金
　
　
　
　
三
枚

紅
線

蘇
木

絹
子

織
物

唐
紙

蚕
錦

太
平
布

唐
焼
酒

老
酒

六
斤

千
斤

廿
端

三
十
端

弐
帖

五
拾
把

百
端

壱
甕

壱
甕
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焼
酒

　
巳
上

万
暦
五
年

壱
甕

〈
丁

丑
V
閏
八
月
廿
有
一
日

琉
球
国

　
　
　
進
上
　
島
津
修
理
大
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
島
津
家
文
書
」
）

　
島
津
領
内
に
お
け
る
唐
物
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
既
に
福
島
金
治
氏
が
指
摘
さ
れ

て

い

る
〔
福
島
一
九
八
八
〕
。
「
鹿
児
島
城
蔵
」
に
お
い
て
「
料
足
・
銀
・
其
外
唐
物

・

武
具
之
具
足
」
を
置
い
て
お
り
、
北
原
氏
純
・
福
崎
久
重
が
管
理
し
て
い
る
（
応

永
九
年
九
月
＝
日
付
　
島
津
元
久
書
状
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
－
六
九
二
号
）
。

ま
た
島
津
元
久
（
「
く
ハ
う
（
公
方
）
」
）
不
慮
の
時
は
、
志
布
志
（
日
向
国
。
太
平
洋

岸
の
要
港
）
に
置
い
た
料
足
・
唐
物
な
ど
を
、
福
昌
寺
（
元
久
創
建
の
菩
提
寺
）
に

預

け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
応
永
九
年
＝
一
月
六
日
付
　
島
津
氏
被
官
な
へ
く
ら

久
頼
・
長
の
玄
林
連
署
請
文
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
ー
六
九
四
号
）
〔
福
島
一

九

八

八
〕
。
尚
、
福
昌
寺
か
ら
宗
祇
に
対
し
て
「
段
子
二
端
・
嬬
子
一
端
」
を
贈
っ

た
例
が
あ
る
（
年
未
詳
八
月
一
八
日
付
　
宗
祇
書
状
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
⊥

七

五
四
号
）
。

　
（
b
）
島
津
氏
か
ら
室
町
幕
府
へ
の
唐
物
贈
与

　
次

に
、
島
津
氏
の
幕
府
（
将
軍
や
重
臣
ら
）
へ
の
唐
物
の
贈
与
を
み
て
お
き
た
い
。

島
津
氏
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
福
島
金
治
氏
が
、
室
町
・
戦
国
期
の
家
督
継
承
と
守

護
職
補
任
を
検
討
す
る
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
〔
福
島
一
九
八
八
〕
。
以
下
で
は
、

福
島
氏
の
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
、
唐
物
贈
与
に
関
す
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
島
津
氏
は
、
幕
府
に
対
し
て
、
遣
明
船
に
搭
載
さ
れ
る
硫
黄
を
献
上
し

て

い

た
〔
小
葉
田
一
九
四
こ
。
例
え
ば
、
年
未
詳
三
月
六
日
付
　
足
利
義
満
御
内

書

（「島
津
家
文
書
」
一
－
六
七
号
）
に
よ
れ
ば
、
硫
黄
二
万
五
千
斤
を
献
上
し
、
鎧

一
両
・
太
刀
一
腰
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
、
島
津
氏
は
、
朝
鮮
王
朝
・
琉
球
王
国
と
の
交
渉
を
通
じ
て
入
手
し
た

唐
物
を
献
じ
て
い
る
。

　
明
徳
四
年
（
＝
二
九
三
）
、
島
津
元
久
は
幕
府
か
ら
の
参
洛
の
要
請
に
答
え
た
上

で
、
「
虎
皮
五
枚
〈
虎
皮
三
枚
、
豹
皮
二
枚
〉
・
海
絵
四
幅
・
料
足
一
万
疋
」
を
献
上

し
て
い
る
（
明
徳
四
年
六
月
一
一
日
付
　
島
津
元
久
書
状
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』

二

－
四
九
九
号
）
。
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
、
島
津
元
久
は
「
京
都
国
の
た
め
に
、

金
・
れ
う
そ
く
（
料
足
）
・
か
ら
物
（
唐
物
）
」
な
ど
を
用
意
し
て
い
る
。
（
応
永
四

年
四
月
九
日
付
島
津
元
久
寄
進
状
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
－
五
七
九
号
）
。

　
も
っ
と
も
大
規
模
に
贈
答
が
行
わ
れ
た
の
は
、
応
永
一
七
年
（
一
四
一
〇
）
の
島

津
元
久
の
上
洛
の
際
で
あ
る
。
元
久
は
応
永
一
一
年
に
日
向
・
大
隅
両
国
守
護
職
を

足
利
義
満
か
ら
、
同
一
六
年
に
薩
摩
国
守
護
職
を
足
利
義
持
か
ら
安
堵
さ
れ
、
三
力

国
守
護
職
が
公
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
上
洛
は
、
そ
の
御
礼

の
意
味
と
、
応
永
一
五
年
に
死
去
し
た
義
満
へ
の
「
御
訪
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た

〔福

島
一
九
八
八
〕
（
以
下
、
上
洛
関
係
の
史
料
は
、
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之

十
三
を
参
照
）
。

　
島
津
元
久
一
行
が
堺
津
に
到
着
す
る
と
、
先
に
上
洛
し
て
い
た
伊
集
院
頼
久
が
堺

へ
下

り
、
赤
松
義
則
よ
り
も
使
者
が
下
っ
た
。
そ
し
て
「
京
都
ノ
仁
義
礼
法
」
を
確

認
し
て
、
上
洛
す
る
。
管
領
畠
山
満
家
・
赤
松
義
則
の
取
り
な
し
に
よ
っ
て
、
将
軍

足
利
義
持
の
御
所
に
出
仕
し
た
（
『
山
田
聖
栄
日
記
』
）
。

　

こ
の
時
、
将
軍
足
利
義
持
や
諸
大
名
と
の
間
の
贈
答
（
島
津
殿
上
洛
記
、
「
島
津

家
文
書
」
）
を
整
理
し
た
も
の
が
、
表
1
・
2
で
あ
る
。

　
ま
ず
六
月
＝
日
参
会
分
の
進
上
物
を
み
る
と
、
足
利
義
持
・
義
嗣
や
、
管
領
畠

山
満
家
以
下
の
諸
大
名
い
ず
れ
に
も
太
刀
と
鳥
目
（
銭
）
を
贈
っ
て
い
る
。
義
持
に

二
千
貫
、
義
嗣
に
三
百
貫
、
管
領
に
百
貫
贈
っ
た
以
外
は
、
い
ず
れ
も
五
十
貫
を
贈

っ

て

い

る
。
た
だ
し
上
洛
の
取
り
な
し
を
し
て
く
れ
た
赤
松
満
則
に
対
し
て
は
、
三

百
貫
と
「
色
々
之
唐
物
」
を
贈
っ
て
い
る
。
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表1　応永17年　島津元久上洛時の進上物（「島津殿上洛記」に拠る）

（a）6月11日　参会分　進上物

　　御所様（足利義持）

　　舎弟新御所様（足利義嗣）

　　管領（畠山満家）

　　裏松殿（日野重光）

　　武州玉堂殿（斯波義将）

　　山名金吾（時煕）

　　一色殿（義範）

　　土岐殿（頼益）

　　京極殿（高光）

　　畠山太夫殿（満慶）

　　赤松殿（義則）

　　畠山少輔殿（満煕力）

　　伊勢殿（貞行）

　　飯尾殿（浄称）

御太刀1腰・鳥目2000貫

御太刀1腰・鳥目　300貫

　太刀1　・　　100貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　’　　　50貫

　太刀1　・　　300貫・色々之唐物

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

　太刀1　・　　　50貫

（b）6月29［ヨ

　　御所様へ進上物の分

（島津元久の）御屋形へ、　　　　　　（御所様）御成候時の引物

御鎧1両〈白糸〉・御太刀〈金作〉〈白作〉〈黒作〉

御弓征矢・御馬2疋く1疋は鞍置〉・小袖10重・段子20端

盆3（金紫堆紅・躬香）・毛託10枚・虎皮10枚・海梅花30

枚・面革20枚・壼10（南蛮酒・沙糖）・絹100疋

（御所様に御目を懸けられし人数

　　御一家：北郷中務少輔・樺山安芸守

　　国　方：加治木能登守・野辺左衛門大夫・北原左馬助・蒲生美濃入道・

　　　　　飲肥伊豆入道・肝付河内守

　　御内方：阿多加賀入道・平田右馬助）

　　　　　　（各々）御太刀1・鳥目100貫（合計1000貫）

新御所様への御引物

管領

細川殿（満元）

赤松殿

伊勢殿

畠山相模守殿

畠山中務少輔

侍人大名騎馬衆

南禅寺

相国寺

東福寺

即宗庵

南禅寺都聞

　（金蓮寺）四条道場

（迎称寺）一条正規道場

赤松老名敷人

依藤殿

赤松左馬助殿

清河

直阿

御鎧〈白糸〉・御長刀・御弓征矢・鞍置御馬・御太刀

小袖10重・盆2（金紫堆紅・騨香）・染付鉢1対（沈香）

絵10幅・毛競5枚・虎皮5枚・面革20枚

太刀1・小袖3重・壼5・面革5枚・弓10張・征矢100・轟香

膀10

太刀1・小袖3重・壼5・面革5枚・弓10張・征矢100・爵香

濟10

太刀1・小袖3重・壼3・面革5枚・弓ユ0張・征矢100・覇香

聴10

太刀1・小袖3重・壼3・面革3枚・弓征矢・窮香膀5

太刀1・小袖3重・壼3・面革3枚・弓征矢・癖香聴5

太刀1・小袖3重・壼3・面革3枚・弓征矢・婿香膳5

太刀1・小袖3重

壼3・鳥目10貫

絹100疋

鳥目10貫

点心料鳥目10貫

鳥目30貫・壼3・胡銅花瓶3・具足1・銭馬1疋

壼3・茶碗皿300・密瓶1・人参10斤・香炉10・花瓶1対

壼5・茶碗皿600・人参10斤

鳥目30貫・虎皮5枚

壼3・弓10張・征矢100

弓20張・征矢100・面革3枚

鳥目50貫・壷3・虎皮

鳥目50貫・壷3・絵10幅

侍、雑仕、小舎人、力者、御厩七間五間堂子、松法師、輿昇、諸職人

　　　　　　　　　　　　鳥目500貫

IOO



関周一［唐物の流通と消費］

　
六
月
二
九
日
、
島
津
元
久
の
屋
形
に
、
足
利
義
持
の
御
成
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
元

久

は
、
義
持
・
義
嗣
に
対
し
て
、
様
々
な
唐
物
を
贈
っ
て
い
る
。
「
白
糸
」
（
中
国
産

の

高
級
絹
糸
、
す
な
わ
ち
唐
糸
）
を
使
っ
た
鎧
〔
佐
々
木
↓
九
九
四
〕
や
、
中
国
産

と
思
わ
れ
る
段
子
・
毛
暁
や
染
付
鉢
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
窮
香
・
沈
香
・
南
蛮

酒
・
砂
糖
と
合
わ
せ
て
、
琉
球
か
ら
入
手
し
た
物
資
と
推
測
さ
れ
る
。
虎
皮
は
、
朝

鮮
王
朝
か
ら
入
手
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
相
国
寺
に
は
絹
を
、
南
禅
寺
都
聞
に
は

壼
や

胡
銅
花
瓶
、
四
条
道
場
・
一
条
正
規
道
場
に
は
壼
・
茶
碗
皿
や
人
参
を
贈
っ
て

い

る
。
人
参
も
朝
鮮
王
朝
か
ら
入
手
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
幕
府
の
重
臣
た
ち
に
は
、
爵
香
膀
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
畠
山
詮
春
が
、
将

軍
近

習
の
若
衆
等
に
対
し
て
、
島
津
殿
が
今
日
進
上
し
た
癖
香
が
未
だ
櫃
底
に
あ
ろ

う
か
ら
探
り
取
る
よ
う
に
言
っ
た
。
そ
こ
で
元
久
が
随
従
の
家
臣
所
持
の
爵
香
を
出

さ
せ
、
盆
に
盛
っ
て
座
敷
に
出
し
た
と
こ
ろ
、
近
習
の
者
た
ち
は
将
軍
御
前
を
も
憧

ら
ず
に
競
い
取
っ
た
、
と
い
う
（
『
山
田
聖
栄
日
記
』
）
〔
鹿
児
島
県
一
九
三
九
、
関

一
九
九
二
〕
。

表2　応永17年島津元久上洛時の下賜品
　　　（「島津殿上洛記」に拠る）

6月11日　参会分　下賜品

御所様より

　（新）御所様より

御太刀1振〈金作〉

御太刀1振

6月29日　御屋形へ御成

御所様より

　　御太刀2振・御鎧・御馬

諸大名より

　　馬・物具・酒肴数々

　

そ
の
後
の
将
軍
へ
の
贈
答
を
み
る
と
、
島
津
忠
国
か
ら
足
利
義
持
に
対
し
、
「
太

刀
一
腰
・
金
欄
五
端
・
鷲
眼
五
万
疋
」
を
献
上
し
、
「
太
刀
一
振
・
鎧
一
領
」
を
遣

わ
さ
れ
た
（
年
未
詳
九
月
二
日
付
　
足
利
義
持
御
内
書
、
「
島
津
家
文
書
」
一
－
七
三

号
。
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
⊥
〇
五
〇
号
は
、
応
永
三
二
年
頃
に
推
定
）
。
永
享
五

年
（
一
四
三
三
）
に
は
、
島
津
忠
国
が
足
利
義
教
に
対
し
、
「
金
欄
五
端
・
沈
二
本

・

酒

器
一
流
・
付
鉢
一
対
・
鷲
眼
二
万
疋
」
を
贈
り
、
「
太
刀
・
鎧
〈
白
糸
〉
」
を
遣

わ

さ
れ
て
い
る
（
〔
永
享
五
年
〕
閏
七
月
＝
日
付
　
足
利
義
教
御
内
書
、
「
島
津
家

文
書
」
一
－
七
五
号
）
。
年
未
詳
六
月
二
六
日
付
の
足
利
義
植
御
内
書
に
は
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
あ
る
（
「
島
津
家
文
書
」
一
－
七
一
号
）
。

　
　
太
刀
一
腰
〈
盛
重
〉
・
万
疋
・
唐
櫃
一
荷
〈
沈
〉
・
棒
く
燕
方
V
・
銚
子
提
〈
沈
〉

　
　
・
同
楕
一
・
盆
一
枚
〈
堆
朱
〉
到
来
、
神
妙
候
、
伍
太
刀
一
振
〈
久
国
〉
・
刀

　
　
一
腰
〈
安
則
〉
、
遣
之
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
六
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
久
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
津
修
理
大
夫
と
の
へ

島
津
勝
久
か
ら
足
利
義
植
に
贈
っ
た
物
の
中
に
は
、
沈
香
を
入
れ
た
唐
櫃
や
、
蘇
芳

（蘇
方
、
蘇
木
）
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
将
軍
へ
の
進
上
品
は
、
太
刀
・
銭
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
金
欄
や
沈

香
な
ど
の
唐
物
を
含
む
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
将
軍
か
ら
の
下
賜
品

は
、
太
刀
・
鎧
が
主
で
あ
る
が
、
白
糸
を
使
用
し
た
鎧
の
場
合
も
あ
っ
た
。

　
公
家
へ
の
贈
与
の
事
例
も
一
例
あ
げ
て
お
こ
う
。
永
正
一
八
年
（
一
五
二
一
）
、

日
向
永
源
寺
の
承
儀
が
、
大
恵
仏
光
禅
師
の
勅
号
を
賜
っ
た
。
勅
号
懇
望
の
た
め
参

洛
し
た
永
源
寺
僧
侶
二
人
へ
の
入
魂
（
口
添
え
）
に
対
し
、
島
津
忠
朝
が
甘
露
寺
殿

あ
て
に
「
北
絹
一
端
」
を
進
献
し
て
い
る
（
〔
永
正
一
八
年
〕
五
月
一
九
日
付
　
島

津
忠
朝
書
状
写
、
『
旧
記
雑
録
前
編
』
二
⊥
九
五
一
号
）
。

　
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
以
降
の
島
津
氏
の
幕
府
・
公
家
・
国
人
の
贈
物
に
つ
い

て

は
、
福
島
氏
の
整
理
に
委
ね
る
〔
福
島
一
九
八
八
〕
。
そ
の
中
で
福
島
氏
は
、
島

津
相
州
家
の
幕
府
・
公
家
・
統
一
政
権
へ
の
贈
り
物
は
、
沈
香
・
白
糸
・
黄
金
が
そ
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の

中
心
を
占
め
、
他
国
領
主
へ
の
太
刀
や
馬
の
贈
答
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指

摘

さ
れ
て
い
る
。
福
島
氏
の
掲
出
さ
れ
た
事
例
を
み
る
と
、
近
衛
家
な
ど
の
公
家
や

寺
院
に
対
し
て
、
沈
香
・
段
子
・
白
糸
・
香
炉
な
ど
の
唐
物
を
贈
る
ケ
ー
ス
が
目
に

付
く
。
幕
府
・
公
家
へ
の
唐
物
贈
与
の
傾
向
は
、
こ
の
時
期
一
層
強
ま
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

②
大
内
氏
の
贈
答

　
（
a
）
唐
物
の
入
手

　
次

に
朝
鮮
王
朝
や
明
と
の
貿
易
に
参
画
し
て
い
た
大
内
氏
の
事
例
を
と
り
あ
げ
よ

・
つ
。

　
大
内
義
弘
は
、
高
麗
時
代
末
の
辛
禺
王
五
年
（
一
三
七
九
）
に
通
交
し
（
『
高
麗

史
』
巻
一
三
四
、
辛
禺
伝
）
、
朝
鮮
王
朝
の
成
立
後
も
早
く
か
ら
通
交
関
係
を
成
立

さ
せ
た
〔
田
中
健
夫
一
九
七
五
〕
。
太
祖
四
年
（
一
三
九
五
）
一
二
月
が
、
通
交
の

初
見
で
あ
る
（
『
朝
鮮
太
祖
実
録
』
巻
八
、
四
年
＝
一
月
乙
巳
〔
一
六
日
〕
条
）
。
定

宗
元
年
（
一
三
九
九
）
七
月
に
は
、
義
弘
は
、
自
分
の
先
祖
が
、
百
済
の
始
祖
温
酢

高
氏
の
後
商
で
あ
る
と
い
う
所
伝
に
基
づ
き
、
朝
鮮
王
朝
に
土
田
を
要
求
し
た

（
『朝
鮮
定
宗
実
録
』
巻
二
、
元
年
七
月
戊
寅
〔
一
〇
日
〕
条
）
。
以
後
、
朝
鮮
側
は

大
内
氏
の
使
節
は
「
日
本
国
王
使
」
に
準
じ
る
「
巨
酋
使
」
と
し
て
扱
い
、
日
本
国

王

に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
使
節
は
大
内
氏
の
居
所
（
山
口
）
も
訪
れ
た
。

　
松
岡
久
人
氏
の
整
理
に
拠
れ
ば
、
大
内
氏
は
、
硫
黄
・
銅
・
太
刀
・
鎧
・
屏
風
・

練
貫
や
段
子
・
蘇
木
な
ど
を
進
上
し
、
大
蔵
経
・
正
布
・
苧
布
・
綿
紬
・
虎
皮
・
豹

皮
・
青
斜
皮
・
人
参
・
松
子
な
ど
を
回
賜
さ
れ
て
い
る
〔
松
岡
一
九
七
八
〕
。
ま
た

対
馬
の
宗
氏
か
ら
、
朝
鮮
王
朝
か
ら
の
回
賜
品
で
あ
る
虎
皮
・
花
席
・
木
綿
が
贈
ら

れ
て

い
る
（
『
大
永
享
禄
之
比
御
状
井
書
状
之
跡
付
』
）
。

　
一
方
、
明
と
の
貿
易
も
行
わ
れ
た
。
大
内
船
が
遣
明
船
に
加
わ
っ
た
最
初
は
、
宝

徳
三
年
（
一
四
五
一
）
出
発
の
船
団
で
あ
る
（
七
号
船
）
。
以
後
、
寛
正
六
年
二

四
六
八
）
・
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
出
発
の
遣
明
船
に
加
わ
っ
て
い
る
（
前
者
は

三

号
船
、
後
者
は
一
・
三
号
船
）
。
そ
の
間
、
細
川
氏
と
の
間
に
遣
明
船
の
主
導
権

を
め
ぐ
る
争
い
（
勘
合
を
め
ぐ
る
争
い
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

嘉
靖
二
年
（
一
五
二
三
）
に
は
寧
波
の
乱
を
引
き
起
こ
し
た
（
こ
の
時
、
大
内
船
は

三

船
あ
り
。
正
徳
勘
合
を
所
持
）
。
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
・
天
文
一
六
年
（
一
五

四
七
）
に
は
大
内
氏
単
独
の
派
遣
と
な
っ
た
〔
小
葉
田
一
九
四
一
、
田
中
健
夫
一
九

七

五
〕
。
天
文
年
間
の
行
程
・
貿
易
に
つ
い
て
は
、
策
彦
周
良
の
『
策
彦
和
尚
初
渡

集
』
『
策
彦
和
尚
再
渡
集
』
に
詳
し
い
〔
牧
田
一
九
五
五
・
五
九
〕
。
大
内
氏
の
貿
易

拠
点
は
博
多
で
あ
っ
た
が
、
遅
く
と
も
文
明
期
以
降
、
大
内
氏
は
堺
商
人
と
結
び
つ

き
、
遣
明
船
を
経
営
し
て
い
た
〔
伊
藤
一
九
九
八
b
〕
。

　
（
b
）
幕
府
へ
の
唐
物
贈
与

　
次

に
、
大
内
氏
に
よ
る
幕
府
へ
の
唐
物
の
贈
与
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
（
以
下
、

史
料
の
検
索
や
人
物
比
定
に
あ
た
っ
て
は
、
〔
山
口
県
一
九
九
六
〕
に
拠
っ
た
）
。

　
『
太
平
記
』
巻
三
九
、
大
内
介
降
参
事
を
み
る
と
、
貞
治
三
年
（
＝
二
六
四
）
に

上
洛
中
の
大
内
弘
世
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
〔
田
中
健
夫
↓
九
五
九
、

堀
本
一
九
九
九
〕
。

　
　
在
京
ノ
間
、
数
万
貫
ノ
銭
貨
・
新
渡
ノ
唐
物
等
、
美
ヲ
尽
ク
シ
テ
、
奉
行
・
頭

　
　
人
・
評
定
衆
・
傾
城
・
田
楽
・
猿
楽
・
遁
世
者
マ
デ
是
ヲ
引
与
ヘ
ケ
ル
間
、
此

　
　
人
二
増
ル
御
用
人
有
マ
ジ
ト
、
未
見
ヘ
タ
ル
事
モ
ナ
キ
先
二
、
誉
ヌ
人
コ
ソ
無

　
　
リ
ケ
レ
、

　
し
か
し
一
五
世
紀
以
降
の
日
記
を
見
た
限
り
で
は
、
大
内
氏
が
幕
府
に
対
し
て
唐

物
を
贈
る
ケ
ー
ス
は
、
む
し
ろ
少
な
い
。
将
軍
に
対
し
て
は
、
他
の
諸
大
名
と
同
様

に
、
太
刀
・
銭
を
献
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
例

え
ば
『
蜷
川
親
元
日
記
』
を
み
る
と
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
、
大
内
教
弘

は
、
足
利
義
視
へ
の
御
礼
と
し
て
「
御
太
刀
〈
金
〉
・
五
千
疋
」
を
進
上
し
、
「
御
剣

・

御
馬
一
疋
〈
栗
毛
〉
」
を
贈
ら
れ
て
い
る
（
寛
正
六
年
五
月
一
五
日
条
）
。
ま
た
、

大
内
武
治
は
、
弾
正
少
弼
に
任
じ
る
（
「
任
弾
正
少
弼
」
）
「
口
宣
御
判
」
を
出
し
て
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も
ら
っ
た
礼
と
し
て
「
太
刀
〈
金
〉
・
二
千
疋
」
を
進
上
し
て
い
る
（
寛
正
六
年
五

月
二
六
日
条
）
。

　
満
済
准
后
や
伊
勢
氏
に
対
し
て
は
、
唐
物
を
贈
与
し
た
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
、
上
洛
し
て
い
た
大
内
盛
見
は
、
帰
国
の
際
に
、
満

済

に
対
し
て
「
太
刀
一
腰
」
の
他
に
「
盆
一
枚
〈
堆
紅
〉
・
段
子
一
端
〈
花
〉
・
嬬
子

二

端
」
を
贈
っ
た
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
元
年
＝
月
九
日
条
）
。
文
明
二
二
年

（
一
四
八
一
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
政
弘
）

　
　
　
　

大

内
殿
よ
り
度
々
之
御
礼
、
興
文
蔵
主
来
臨
、
礼
物
先
以
御
私
分
請

　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
貞
宗
）

　
　
　
　
取
之
、
貴
殿
へ
ま
い
る
分
、
太
刀
〈
金
〉
・
万
疋
・
密
壼
一
〈
大
〉
・
虎
豹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
内
政
弘
）

　
　
　
　
皮
各
一
枚
〈
入
箱
〉
・
斜
皮
〈
青
〉
五
枚
〈
入
箱
〉
以
上
京
兆
よ
り
各
有

　
　
　
　
状
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
蜷
川
親
元
日
記
』
文
明
二
二
年
正
月
三
〇
日
条
）

大
内
政
弘
が
、
伊
勢
貞
宗
に
対
し
て
、
箱
入
り
の
虎
皮
・
豹
皮
・
青
斜
皮
と
い
う
朝

鮮
王
朝
か
ら
の
回
賜
品
と
み
ら
れ
る
品
目
を
贈
っ
て
い
る
。

　
一
六
世
紀
の
事
例
を
み
る
と
、
永
正
一
四
年
（
一
五
一
七
）
に
は
、
大
内
義
興
は
、

足
利
義
植
が
開
い
た
猿
楽
の
申
沙
汰
を
し
、
「
御
馬
・
御
太
刀
・
盃
金
欄
・
盃
沈
香

・

盃
唐
錦
・
腰
刀
太
刀
・
御
太
刀
折
紙
」
を
進
物
と
し
、
「
御
太
刀
」
を
拝
領
し
て

い

る
（
『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
一
四
年
八
月
三
〇
日
条
）
。
ま
た
天
文
七
年
二

五
三

八
）
、
大
内
義
隆
の
使
者
と
し
て
、
田
楽
漣
阿
が
上
洛
し
て
、
「
朝
鮮
松
実
」
を

伊
勢
貞
孝
に
贈
っ
た
（
『
親
俊
日
記
』
天
文
七
年
二
月
八
日
条
）
。

　
（
C
）
天
皇
・
公
家
へ
の
唐
物
贈
与

　
（
b
）
で
み
た
幕
府
へ
の
贈
与
に
比
べ
て
、
天
皇
や
公
家
に
対
し
て
は
、
唐
物
贈

与
の
事
例
は
数
多
い
。

　
ま
ず
、
天
皇
に
対
す
る
唐
物
贈
与
の
事
例
を
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
か
ら
み
て
お

こ
う
。

　
大
内
義
隆
は
、
一
級
勅
許
の
御
礼
と
し
て
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
に
椴
子
．

大
高
檀
紙
を
、
同
四
年
に
馬
・
太
刀
・
盆
・
香
箱
・
金
欄
を
進
上
し
て
い
る
（
享
禄

二
年
一
二
月
二
四
日
、
同
四
年
四
月
二
八
日
条
）
。
享
禄
五
年
に
は
、
松
崎
天
満
宮

再
興
の
勅
裁
を
得
た
御
礼
と
し
て
、
盆
・
椴
子
を
進
上
し
て
い
る
（
享
徳
五
年
六
月

二
八

日
条
）
。
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
は
、
鍛
子
一
反
・
唐
糸
五
振
を
進
上
し

て

い
る
（
天
文
五
年
九
月
一
日
条
）
。

　

こ
れ
ら
の
進
上
品
は
、
御
礼
の
内
容
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

天
文
入
年
、
大
内
義
隆
は
、
今
年
の
御
礼
分
は
太
刀
・
馬
代
四
千
疋
な
の
に
対
し
、

「
れ
う
う
ん
（
凌
雲
ヵ
）
寺
・
く
わ
ん
お
ん
（
観
音
）
寺
ち
よ
く
か
く
（
勅
額
）
の

御
れ
い
（
礼
）
」
と
し
て
椴
子
を
朝
廷
に
対
し
て
贈
っ
て
い
る
（
天
文
八
年
八
月
六

日
条
）
。
今
年
の
御
礼
分
と
し
て
は
、
翌
年
も
白
太
刀
・
馬
代
千
疋
を
贈
っ
て
い
る

（天
文
九
年
八
月
二
六
日
条
）
の
で
、
恒
例
の
進
上
品
は
太
刀
・
馬
代
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
唐
物
は
、
何
ら
か
の
特
別
な
便
宜
に
対
し
て
進
上

す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
次

に
、
公
家
に
対
す
る
贈
答
例
を
み
よ
う
。

①
近
衛
尚
通
『
後
法
成
寺
関
白
記
』

　
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
、
大
内
義
隆
は
阿
川
淡
路
入
道
（
真
牧
、
勝
康
）
を
使

者
と
し
て
、
近
衛
尚
通
に
対
し
紅
線
一
斤
、
近
衛
植
家
に
対
し
て
丁
子
十
斤
・
文
紗

一
端
を
贈
っ
て
い
る
（
享
禄
二
年
＝
一
月
二
一
日
条
）
。
享
禄
四
年
、
尚
通
に
対
し

て
、
大
内
義
隆
か
ら
唐
硯
筥
一
二
合
、
阿
川
か
ら
丁
子
二
斤
が
（
享
禄
四
年
四
月
二

八

日
条
）
、
ま
た
阿
川
か
ら
北
絹
一
端
・
太
刀
が
贈
ら
れ
て
い
る
（
享
禄
四
年
閏
五

月
二
九
日
条
）
。

②
三
条
西
実
隆
『
実
隆
公
記
』

　
大
内
氏
側
と
実
隆
の
間
で
は
、
多
彩
な
贈
答
品
が
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
大
内
政

弘
が
昇
進
の
件
に

つ
き
、
太
刀
・
用
脚
を
贈
っ
た
例
（
延
徳
元
年
九
月
一
八
日
条
）

や

陶
興
就
が
「
折
紙
弐
百
疋
」
を
持
参
し
た
例
が
あ
る
（
永
正
五
年
一
一
月
二
二
日

条
）
。
ま
た
大
内
被
官
人
の
杉
興
宣
が
「
色
紙
形
〈
三
十
六
人
寄
〉
」
を
所
望
し
た
り

（永
正
五
年
一
〇
月
二
四
日
条
）
、
陶
興
就
が
「
源
氏
絵
色
紙
」
を
携
来
す
る
な
ど
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（永
正
六
年
八
月
三
日
）
、
和
学
に
通
じ
た
実
隆
な
ら
で
は
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
大
内
氏
側
と
実
隆
と
の
間
で
、
唐
物
を
贈
答
す
る
事
例
も
あ
る
。

　
大
内
政
弘
は
氷
上
山
勅
額
の
礼
と
し
て
実
隆
に
書
状
を
送
っ
た
の
に
対
し
、
実
隆

は
椴
子
三
段
・
盆
一
枚
を
政
弘
に
贈
っ
た
。
文
明
一
九
年
（
一
四
八
七
）
、
政
弘
か

ら
返
事
が
到
来
し
、
「
唐
紗
二
段
〈
浅
黄
文
雲
一
／
無
文
白
一
〉
・
盆
堆
紅
」
を
実
隆

に
贈
っ
て
き
た
（
文
明
一
九
年
正
月
二
七
日
条
）
。
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
に
は
、

政
弘
は
北
絹
五
端
を
贈
っ
て
い
る
（
長
享
元
年
七
月
二
三
日
条
）
。

　
大

内
氏
の
被
官
人
が
、
実
隆
に
贈
与
し
た
例
も
あ
る
。
大
内
被
官
人
龍
崎
宮
内
丞

は
、
太
刀
一
腰
・
椴
子
一
端
を
実
隆
に
贈
っ
て
い
る
（
『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
九

月
一
五
日
条
）
。
龍
崎
は
、
茶
碗
皿
十
（
永
正
六
年
二
月
二
〇
日
条
）
、
硯
二
面
・
墨

一
廷

（永
正
七
年
七
月
一
〇
日
条
）
を
実
隆
に
贈
っ
て
い
る
。
永
正
七
年
（
一
五
一

〇
）
、
龍
崎
中
務
丞
道
輔
は
、
「
紙
十
帖
・
茶
碗
鉢
〈
青
〉
一
・
砂
糖
一
桶
」
を
贈
っ

て

い

る
（
永
正
七
年
一
二
月
二
〇
日
条
）
。

　
ま
た
長
門
・
周
防
の
寺
院
が
、
実
隆
に
唐
物
を
贈
っ
て
い
る
。
明
応
五
年
（
一
四

九
六
）
、
西
山
参
鈷
寺
住
持
が
衆
僧
と
し
て
招
き
寄
せ
た
件
に
関
し
て
、
実
隆
が
口

入

し
た
礼
と
し
て
、
長
門
国
阿
弥
陀
寺
長
老
の
寿
尚
和
尚
が
、
実
隆
に
対
し
て
唐
紙

十
枚
・
茶
釜
一
口
・
葛
布
一
端
を
贈
っ
て
い
る
（
明
応
五
年
五
月
二
一
日
条
）
。
永

正
四

年
（
一
五
〇
七
）
、
灌
頂
開
壇
の
礼
と
し
て
、
周
防
浄
光
寺
の
恵
空
上
人
宗
運

が
唐
紙
十
枚
・
香
炉
を
贈
っ
て
い
る
（
同
、
永
正
四
年
九
月
二
〇
日
条
）
。

　
実
隆
に
贈
ら
れ
た
唐
物
が
、
別
の
人
物
に
贈
与
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
享
禄
二

年
（
一
五
二
九
）
、
大
内
義
興
は
「
沈
香
〈
木
一
、
九
両
〉
」
を
箱
に
納
め
て
実
隆
に

贈
っ
て
き
た
（
享
禄
二
年
正
月
八
日
条
）
。
そ
の
後
、
実
隆
が
越
前
に
返
事
を
送
っ

た
記
事
に
、

　
　
朝
倉
右
衛
門
大
夫
　
書
状
　
沈
香
〈
木
一
、
九
両
云
々
、
入
菖
、
大
内
所
送

　
　
也
〉

と
あ
り
、
大
内
義
興
の
贈
っ
た
沈
香
は
、
さ
ら
に
朝
倉
孝
景
に
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と

が

わ
か
る
。
尚
、
同
時
に
、
河
合
九
郎
右
衛
門
に
丁
子
一
斤
、
一
栢
軒
に
唐
紙
十
斤

が
贈
ら
れ
て
い
る
（
享
禄
二
年
二
月
一
五
日
条
）
。

　

こ
の
よ
う
に
贈
答
品
が
循
環
す
る
類
例
と
し
て
、
博
多
練
貫
の
事
例
を
あ
げ
て
お

く
。
龍
崎
道
輔
が
「
博
多
練
貫
二
桶
・
雁
等
」
を
三
条
西
実
隆
に
贈
っ
た
と
こ
ろ

（永
正
六
年
八
月
一
〇
日
条
）
、
翌
日
実
隆
は
「
練
貫
一
桶
」
を
松
隠
庵
に
遣
わ
し
て

い

る
（
八
月
一
一
日
条
）
。

　
一
方
、
実
隆
か
ら
大
内
氏
側
に
対
し
て
唐
物
を
贈
与
し
た
事
例
も
み
え
る
。
大
内

政

弘
に
椴
子
な
ど
を
贈
っ
た
事
例
（
前
述
）
の
他
、
大
内
義
興
の
母
に
丁
香
一
函

（永
正
五
年
一
〇
月
一
五
日
条
）
、
陶
興
就
に
沈
香
二
折
（
永
正
七
年
五
月
一
六
日

条
）
、
龍
崎
に
唐
墨
一
廷
を
贈
っ
て
い
る
（
永
正
八
年
一
一
月
二
二
日
条
）
。

③
山
科
言
継
『
言
継
卿
記
』

　
大
内
氏
と
山
科
言
継
の
間
に
お
い
て
も
、
贈
答
は
再
三
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

言
継

は
、
大
内
義
尊
誕
生
を
祝
っ
て
大
内
義
隆
あ
て
に
書
状
を
送
り
、
太
刀
一
腰
を

進
上
し
て
い
る
（
天
文
一
四
年
＝
月
二
八
日
条
）
。
し
か
し
、
唐
物
の
贈
答
の
事

例
と
し
て
は
、
防
州
祇
園
大
宮
司
松
田
時
重
が
「
唐
物
一
端
」
を
持
参
し
た
例
が
み

え
る
程
度
で
あ
る
（
天
文
一
四
年
六
月
六
日
条
）
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
公
家
の
地
位
や
そ
の
特
性
に
応
じ
て
、
唐
物
を
贈
与
す

る
割
合
は
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
三
条
西
実
隆
に
対
す
る
唐
物
の
贈
与
は
際
だ
っ
て

い
る
。

　
ま
た
実
隆
側
か
ら
大
内
氏
・
陶
氏
、
あ
る
い
は
朝
倉
氏
な
ど
大
名
側
に
唐
物
を
贈

る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
京
都
か
ら
地
方
へ
の

唐
物
の
流
通
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
関
連
し
て
い
え
ば
、
足
利
将
軍
か
ら
伊
達
氏
や

朝
倉
氏
に
下
賜
さ
れ
た
事
例
三
五
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
）
も
あ
る
〔
羽
下
一

九
九
五
〕
。

　
以

上
、
島
津
氏
・
大
内
氏
に
よ
る
京
都
（
幕
府
・
天
皇
・
院
・
公
家
）
へ
の
唐
物

贈
与
を
検
討
し
て
き
た
。
島
津
氏
に
つ
い
て
は
「
島
津
家
文
書
」
、
大
内
氏
に
つ
い

て

は
京
都
の
人
々
が
記
し
た
複
数
の
日
記
に
拠
っ
て
い
る
た
め
、
単
純
に
は
比
較
で
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き
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
島
津
氏
の
場
合
は
、

将

軍
・
公
家
に
対
し
て
、
琉
球
王
国
・
朝
鮮
王
朝
か
ら
入
手
し
た
唐
物
を
積
極
的
に

贈
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
内
氏
は
、
天
皇
・
公
家
に
対
し
て
、
し
か
も
特

別
な
便
宜
を
受
け
た
場
合
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
唐
物
を
贈
与
し
、
将
軍
に
対
し
て
は
、

武
家
儀
礼
一
般
の
太
刀
・
銭
を
進
上
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
。
島
津
氏
に
比
べ

て

幕
府
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
大
内
氏
に
と
っ
て
、
改
め
て
唐
物
を
贈
る
必
要

性
は
薄
か
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

④
博
多
・
鎌
倉
に
お
け
る
唐
物

　
最
後
に
、
京
都
以
外
の
都
市
に
お
け
る
唐
物
の
消
費
（
贈
答
）
に
つ
い
て
み
て
お

こ
う
。
博
多
と
鎌
倉
の
事
例
に
つ
い
て
、
管
見
に
入
っ
た
事
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

ω
博
多

　
博
多
は
、
早
く
か
ら
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
と
の
貿
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
ま
た

一
五

～
一
六
世
紀
に
は
、
申
叔
舟
の
『
海
東
諸
国
紀
』
（
一
四
七
一
年
成
立
）
に

「琉
球
・
南
蛮
の
商
舶
所
集
の
地
な
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
船
な

ど
も
来
航
し
た
。
瀬
戸
内
海
・
日
本
海
・
九
州
西
岸
の
海
道
な
ど
を
通
じ
て
、
列
島

各
地
と
結
び
つ
き
、
西
日
本
最
大
級
の
物
資
の
集
散
地
で
あ
っ
た
。

　
近
年
の
考
古
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
中
世
（
一
二
～
一
六
世
紀
）
の
博
多
は
、
海

側
の
息
浜
（
興
浜
）
と
、
内
陸
側
の
博
多
浜
（
古
代
以
来
の
「
旧
博
多
部
」
）
と
に

分
か

れ
、
両
地
域
を
結
ぶ
部
分
が
細
く
く
び
れ
た
二
こ
ぶ
状
の
形
を
と
っ
て
い
た

〔大
庭

一
九
九

五
・
一
九
九
九
〕
。
一
五
世
紀
、
息
浜
は
一
貫
し
て
大
友
氏
が
領
有
し

た
の
に
対
し
、
旧
博
多
部
は
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
係
争
地
で
あ
り
、
文
明
一
〇
年

（
一
四
七

八
）
以
降
は
大
内
氏
が
領
有
し
た
〔
佐
伯
一
九
九
六
な
ど
〕
。

　
一
五
世
紀
に
お
け
る
博
多
の
都
市
生
活
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
弘
次
氏
が
、
博
多
町

人

と
大
内
氏
と
の
関
係
や
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
な
ど
の
手
工
業
者
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ

て

い

る
〔
佐
伯
一
九
八
四
〕
。
ま
た
博
多
に
お
け
る
唐
物
に
つ
い
て
は
、
堀
本
一
繁

氏

が
、
博
多
に
お
け
る
茶
の
湯
の
受
容
を
論
じ
る
中
で
、
発
掘
成
果
に
も
言
及
し
な

が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
〔
堀
本
一
九
九
九
〕
。

　

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
史
料
か
ら
、
博
多
に
お
け
る
唐
物
の
贈
答
に
つ
い
て
み
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。

①
相
良
正
任
『
正
任
記
』

　

『正
任
記
』
は
、
大
内
氏
の
右
筆
・
奉
行
の
相
良
正
任
が
、
博
多
の
聖
福
寺
継
光

庵
で
記

し
た
陣
中
日
記
で
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
の
一
〇
月
分
の
み
現
存
す

る
。
正
任
は
、
大
内
政
弘
の
筑
前
国
出
陣
に
随
行
し
て
い
た
〔
山
口
県
一
九
九
六
〕
。

　
大
内
政
弘
の
博
多
滞
在
中
、
長
門
・
石
見
・
筑
前
・
肥
前
国
な
ど
の
国
人
や
寺
社

な
ど
が
進
物
を
贈
っ
て
き
た
。
各
地
の
国
人
ら
は
、
概
ね
太
刀
や
銭
を
進
上
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
野
田
彦
太
郎
弘
資
は
長
門
国
阿
武
郡
弥
富
城
よ
り
「
御
入
国
御
礼
」

と
し
て
「
御
太
刀
二
二
百
疋
」
を
、
香
月
近
江
守
経
孝
・
仲
間
若
狭
守
盛
秀
は
各
々

「御
太
刀
・
二
百
疋
」
を
進
上
し
て
い
る
（
一
〇
月
二
日
・
三
日
条
）
。
石
見
国
の
福

屋
是
兼
や
周
布
和
兼
は
、
太
刀
と
馬
を
進
上
し
て
い
る
（
と
も
に
一
〇
月
一
日
条
）
。

寺
社
も
同
様
の
ケ
ー
ス
が
多
く
、
豊
前
国
分
寺
住
持
は
参
謁
し
て
三
百
疋
を
進
上
し

（
一
〇
月
二
日
条
）
、
周
防
国
氷
上
山
別
当
使
真
如
房
は
、
「
巻
数
井
御
太
刀
・
三
百

疋
・
酒
肴
等
」
を
進
上
し
て
い
る
（
一
〇
月
三
日
条
）
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
博
多
興
浜
の
妙
楽
寺
は
唐
物
を
進
上
し
て
い
る
〔
佐
伯
一
九
八

四
〕
。

　
　
一
　
興
浜
妙
楽
寺
〈
惟
明
東
堂
、
／
政
尚
息
師
匠
也
、
〉
依
一
路
口
入
身
躰
無

　
　
　
　
事
之
由
也
、
為
御
礼
参
謁
候
、
唐
莚
二
枚
・
香
炉
一
〈
胡
銅
〉
進
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
月
三
日
条
）

妙
楽
寺
は
、
貞
和
二
年
（
二
二
四
六
）
に
月
堂
宗
規
を
開
山
と
し
て
建
立
さ
れ
た
臨

済
宗
大
応
派
の
寺
院
で
あ
る
。
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
、
応
永
の
外
冠
（
己
亥

東
征
）
直
後
、
事
件
の
真
相
を
探
る
た
め
に
、
日
本
国
王
使
が
朝
鮮
王
朝
に
派
遣
さ
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れ

た
。
そ
の
正
使
が
、
妙
楽
寺
の
僧
（
一
二
世
）
無
涯
亮
悦
で
あ
っ
た
。
ま
た
博
多

商
人
の

宗
金
・
平
方
良
久
は
、
妙
楽
寺
を
拠
点
と
し
て
い
た
〔
上
田
一
九
九
二
〕
。

妙
楽
寺
の
唯
月
東
堂
が
唐
莚
・
香
炉
を
進
上
し
得
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
同
寺

が
対
外
交
渉
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

②
策
彦
周
良
『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』

　
大
内
義
隆
が
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
派
遣
し
た
遣
明
船
は
、
博
多
新
篁
院
の

湖
心
碩
鼎
を
正
使
、
義
隆
に
招
か
れ
て
京
都
か
ら
山
口
に
下
っ
て
い
た
策
彦
周
良
を

副
使
と
し
て
い
た
。
一
行
は
、
一
度
は
出
航
し
た
も
の
の
、
順
風
に
恵
ま
れ
ず
、
五

島
の
奈
留
浦
よ
り
、
同
年
七
月
一
日
、
博
多
に
帰
還
し
た
。
七
月
二
日
、
策
彦
は
龍

華
院
に
移
り
、
以
後
こ
こ
に
滞
在
し
た
。
翌
年
三
月
五
日
ま
で
の
滞
在
期
間
中
、

『策
彦
和
尚
初
渡
集
』
に
は
贈
答
に
関
す
る
記
述
が
頻
出
す
る
。

　
贈
答
品
と
し
て
茶
や
茶
器
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
堀
本
氏
が
指
摘
さ

れ
て

い

る
〔
堀
本
一
九
九
九
〕
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
彩
な
贈
答
品
が
み
え
る
。
例

え
ば
、
節
分
の
日
の
記
事
を
み
よ
う
。

　
　
今
夕
節
分
、
為
常
桓
大
禅
定
門
設
齋
、
与
三
英
半
齋
調
経
、
齋
后
、
携
三
英
廻

　
　
礼
、
黄
麗
、
船
頭
主
計
、
黄
麗
、
河
上
杢
左
衛
門
、
黄
麗
、
利
勝
、
黄
麗
、
柏

　
　
辰
、
扇
子
一
柄
、
神
屋
二
郎
太
郎
、
同
、
彦
八
郎
、
同
、
河
上
孫
七
郎
、
同
、

　
　
谷
源

四
郎
、
同
、
松
林
房
、
筆
一
対
、
真
乗
院
、
小
刀
子
一
箇
、
浦
雲
、
一
指

　
　
・
扇
子
、
山
鹿
治
部
丞
、
胡
椒
三
両
、
五
井
三
郎
次
郎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
文
八
年
正
月
八
日
条
）

黄
麗
（
高
麗
鶯
）
・
扇
子
・
筆
な
ど
の
品
目
が
み
え
る
。
そ
の
中
に
、
東
南
ア
ジ
ア

産

の
胡
椒
が
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。
琉
球
を
通
じ
て
入
手
し
た
も

の

で
あ
ろ
う
〔
関
一
九
九
二
〕
。

　
そ
の
他
、
唐
物
の
贈
答
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

　
　
船
頭
神
屋
主
計
恵
以
水
瓶
一
対
・
昆
布
・
椎
茸
、
正
使
新
篁
和
上
使
僧
来
臨
、

　
　
見
頒
以
香
茗
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
文
七
年
七
月
晦
日
条
）

　
　
正
使
和
上
来
臨
、
見
携
胡
椒
一
斤
、
侑
以
酒
三
行
、
〈
天
文
八
年
正
月
三
日
条
）

　
　
謁
天
徳
和
上
講
礼
、
携
以
蘇
香
円
一
貝
、
（
同
年
正
月
四
日
条
）

　
　
松
林
房
来
臨
、
携
以
胡
椒
、
（
同
年
正
月
五
日
条
）

　
　
柏
辰
来
、
携
以
高
麗
木
綿
、
（
同
年
正
月
一
五
日
条
）

胡
椒
の
事
例
が
二
例
あ
る
他
、
水
瓶
・
蘇
香
円
が
み
え
、
ま
た
朝
鮮
王
朝
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
「
高
麗
木
綿
」
が
み
え
る
。
胡
椒
・
木
綿
な
ど
が
贈
与
さ
れ
て
い
た
点
に
、

貿
易
都
市
と
し
て
の
博
多
の
性
格
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
船
頭
の
神
屋
主
計
は
、

博
多
の
豪
商
で
あ
る
。

②
鎌
倉

（東
国
）

　
鎌
倉
幕
府
の
九
州
支
配
が
深
化
し
て
い
く
中
で
、
鎌
倉
後
期
に
は
、
博
多
ー
瀬
戸

内
海
か
ら
鎌
倉
に
直
結
す
る
海
上
交
通
ル
ー
ト
を
、
北
条
氏
が
掌
握
・
支
配
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
禅
宗
や
西
大
寺
流
律
宗
の
寺
院
も
、
唐
物
受
容
の
拠
点
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
貿
易
商
人
や
禅
律
僧
の
手
に
よ
っ
て
、
大
量
の
唐
物

が
鎌
倉
に
流
入
し
た
〔
川
添
一
九
七
五
〕
。

　
一
四
世
紀
前
半
に
は
、
称
名
寺
（
帰
国
は
徳
治
元
年
〔
一
三
〇
六
〕
）
・
建
長
寺

（出
発
は
正
中
二
年
〔
一
三
二
五
〕
、
帰
国
は
嘉
暦
元
年
〔
二
二
二
六
〕
）
・
関
東
大
仏

（出
発
は
元
徳
二
年
〔
一
三
三
〇
〕
）
な
ど
の
造
営
費
を
得
る
た
め
に
寺
社
造
営
料
唐

船
が
派
遣

さ
れ
、
鎌
倉
に
も
唐
物
ブ
ー
ム
が
訪
れ
た
。
金
沢
貞
顕
は
、
唐
船
が
帰
朝

し
た
の
で
、
薫
物
が
入
手
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
（
〔
元
徳
元
年
〕
九
月
二
一
日
付

崇
顕
〈
金
沢
貞
顕
〉
書
状
、
「
金
沢
文
庫
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
九
巻
三
〇
七
三

三

号
）
や
、
唐
物
・
茶
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（
〔元
徳
二
年
ヵ
〕
六
月
二
日
付
崇
顕
〈
金
沢
貞
顕
〉
書
状
、
「
金
沢
文
庫
文
書
」
、

『鎌
倉
遺
文
』
四
〇
巻
三
一
〇
六
三
号
）
。

　
ま
た
寺
院
の
什
物
と
し
て
、
天
目
・
青
磁
の
花
瓶
・
湯
蓋
台
・
香
炉
な
ど
が
、
称

名
寺
や
円
覚
寺
に
所
蔵
さ
れ
た
〔
綿
貫
一
九
九
五
〕
。
元
亨
三
年
（
＝
三
一
三
）
の

「
北
条
貞
時
十
三
年
供
養
記
」
に
は
、
「
青
磁
鉢
六
対
〈
大
小
〉
鏡
州
碗
六
」
の
記
載

が
あ
り
（
「
円
覚
寺
文
書
」
）
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
四
月
の
「
仏
日
庵
公
物
目
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録
」
に
は
、
堆
朱
四
層
の
印
籠
や
桂
漿
薬
合
・
犀
皮
円
盆
な
ど
の
工
芸
品
や
山
水
画

の

他
、
青
磁
花
瓶
香
炉
・
青
磁
湯
蓋
台
・
建
蓋
な
ど
の
多
種
多
様
な
陶
磁
器
が
記
載

さ
れ
て
い
る
（
「
円
覚
寺
文
書
」
）
。

　
ま
た
金
沢
貞
顕
は
銀
（
劔
）
阿
に
対
し
て
、
「
明
日
評
定
以
後
可
参
之
由
思
給
候
、

唐
物
等
被
開
候
へ
か
し
、
拝
見
仕
候
ハ
む
と
存
候
、
明
日
若
御
指
合
候
者
、
明
後
日

夕
方
ま
て
は
候
ハ
ん
す
れ
ハ
、
明
後
日
ま
て
も
ひ
ら
か
れ
候
者
、
本
意
候
」
や
「
又

極
楽
寺
物
者
、
何
様
御
沙
汰
候
哉
、
可
被
市
立
之
由
聞
候
し
ハ
、
一
定
候
乎
」
二

月
二
四
日
付
　
金
沢
貞
顕
書
状
、
「
金
沢
文
庫
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
八
巻
二
九

三
二

一
号
）
と
述
べ
て
お
り
、
称
名
寺
（
前
者
の
引
用
中
の
、
唐
物
を
開
く
場
所
）

や
極
楽
寺
に
お
い
て
、
寺
家
・
武
家
を
対
象
に
、
唐
物
披
露
と
売
買
を
目
的
と
し
た

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
的
な
市
が
開
か
れ
て
い
た
〔
綿
貫
一
九
九
五
〕
。

　
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
は
、
貿
易
船
が
鎌
倉
に
直
接
入
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
列
島
内
の
流
通
網
に
よ
り
、
引
き
続
い
て
唐
物
が
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
の
ル
ー
ト
の
一
つ
と
し
て
、
京
都
か
ら
の
贈
与
品
に
唐
物
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
関
東
に
下
向
す
る
大
御
堂
僧
正
に
対
し
て
、
満
済
准

后
が

「
盆
一
枚
・
香
合
一
・
扇
百
本
」
を
遣
わ
し
た
事
例
（
『
満
済
准
后
日
記
』
永

享
二
年
五
月
一
〇
日
条
）
は
、
そ
の
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
東
国
の
領
主
間
で
唐
物
が
贈
与
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
。
そ
の
所
在
が
最
近
確
認
さ

れ
た

鹿
島
大
祢
宜
家
文
書
（
茨
城
県
麻
生
町
の
羽
生
誠
氏
蔵
）
〔
飛
田
一
九
九
七
、

新

田
一
九
九
八
〕
に
は
、
次
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
応
永
年
間
の
も
の
ヵ
）
。

　
　
御
神
事
無
為
、
目
出
候
、
伍
祈
祷
事
、
無
御
油
断
、
被
懸
御
意
之
由
承
候
、
悦

　
　
喜
候
、
兼
又
鳥
目
廿
結
・
援
抱
百
給
候
、
難
不
思
懸
御
沙
汰
候
、
給
置
候
、
随

　
　
而

盆
一
枚
く
堆
紅
／
文
《
牡
丹
／
唐
鳥
》
・
唐
錘
一
枚
・
皮
一
枚
〈
豹
〉
進
之

　
　
候
、
左
道
之
至
候
、
連
々
可
申
候
間
、
省
略
候
了
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
七
月
二
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
弥
禅
秀
（
花
押
）

　
　
　
　
　
謹
上
　
鹿
島
宮
大
祢
宜
殿

　
　

（『茨
城
県
史
料
』
中
世
編
1
、
「
鹿
島
神
宮
文
書
」
三
五
九
号
を
一
部
補
訂
）

鹿
島
宮
大
祢
宜
が
上
杉
禅
秀
（
氏
憲
）
に
「
鳥
目
廿
結
・
援
胞
百
」
を
贈
っ
た
の
に

対
し
、
禅
秀
は
、
堆
紅
の
盆
一
枚
と
唐
莚
一
枚
・
豹
皮
一
枚
を
返
礼
と
し
て
贈
っ
た
。

禅
秀
か

ら
の
贈
与
品
は
、
い
ず
れ
も
唐
物
で
あ
り
、
豹
皮
は
朝
鮮
王
朝
か
ら
の
輸
入

品
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
上
杉
禅
秀
も
唐
物
を
所
持
し
て
お
り
、
さ
ら
に
鹿
島
社

に
ま
で
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
四
章
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
、
簡
単
に
要
約
し
て
お
く
。

　
（
一
）
＝
～
一
六
世
紀
前
半
、
来
航
し
た
宋
商
船
や
、
寺
社
造
営
料
唐
船
や
遣

明
船
（
日
本
国
王
使
）
な
ど
を
通
じ
て
、
中
国
大
陸
か
ら
京
都
に
唐
物
が
流
入
し
て

い

た
。
一
五
世
紀
に
は
、
朝
鮮
王
朝
へ
日
本
国
王
使
が
派
遣
さ
れ
た
他
、
明
・
朝
鮮

王
朝
・
琉
球
王
国
の
使
節
が
京
都
を
訪
れ
て
唐
物
を
も
た
ら
し
た
。

　
（
二
）
京
都
に
お
け
る
唐
物
消
費
の
事
例
と
し
て
、
宴
や
儀
式
・
法
要
の
室
礼
や
、

法
会
の
捧
物
を
検
討
し
た
。
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
唐
絵
に
注
目
し
た
。
贈
答
・
進

物
に
関
し
て
は
、
天
皇
に
よ
る
唐
物
御
覧
な
ど
に
お
け
る
上
位
者
か
ら
の
下
賜
や
、

年
中
行
事
（
八
朔
）
の
際
の
足
利
将
軍
と
の
贈
答
な
ど
の
事
例
を
提
示
し
た
。
新
規

に
獲
得
し
た
唐
物
ば
か
り
で
は
な
く
、
院
・
将
軍
の
「
重
宝
」
が
下
賜
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
。

　
（
三
）
島
津
氏
は
、
将
軍
・
公
家
に
対
し
て
、
琉
球
王
国
・
朝
鮮
王
朝
か
ら
入
手

し
た
唐
物
を
積
極
的
に
進
上
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
内
氏
の
唐
物
進
上
は
、
概

ね
、
天
皇
・
公
家
に
対
し
て
、
し
か
も
特
別
な
便
宜
を
受
け
た
場
合
に
限
定
し
て
い

た
。
将
軍
に
対
し
て
は
、
太
刀
・
銭
を
贈
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
。
『
実
隆
公
記
』

に
は
、
大
内
氏
が
三
条
西
実
隆
に
贈
っ
た
沈
香
や
博
多
練
貫
が
、
さ
ら
に
他
者
に
贈

与

さ
れ
る
と
い
う
、
桜
井
英
治
氏
の
い
う
贈
与
品
の
流
用
・
循
環
〔
桜
井
↓
九
九

八
〕
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
実
隆
か
ら
大
内
氏
・
陶
氏
ら
に
唐
物
を
贈
与
す
る
場
合
も
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あ
り
、
京
都
か
ら
地
方
へ
の
唐
物
の
流
通
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
四
）
博
多
に
お
け
る
贈
答
品
の
中
に
は
、
貿
易
の
拠
点
に
ふ
さ
わ
し
く
、
唐
錘

・

高
麗
木
綿
・
胡
椒
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
鎌
倉
は
、
特
に
一
四
世
紀
前
半
、
唐

物
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
た
が
、
一
五
世
紀
以
後
も
贈
答
な
ど
に
よ
っ
て
唐
物
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
右
の

作
業
結
果
を
踏
ま
え
て
、
特
に
一
五
世
紀
以
降
の
京
都
に
お
け
る
唐
物
消
費

の
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
一
五
世
紀
前
半
（
応
永
～
永
享
期
）
の
京
都
は
、
唐
物
流
入
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て

い

た
。
そ
の
こ
と
は
、
明
・
朝
鮮
王
朝
・
琉
球
の
使
節
が
頻
繁
に
京
都
を
訪
れ
て
い

た
こ
と
に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
満
済
准
后
に
よ
る
八
月
三
日
の
室
町
殿

へ
の

「御
懸
」
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
唐
物
を
贈
与
す
る
事
例
は
多
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
将
軍
か
ら
の
下
賜
品
に
代
銭
を
支
払
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
明
使
・
朝
鮮
王
朝
使
（
通
信
使
）
の
京
都
へ
の
派
遣
が
終
わ
る
｝
五
世
紀
後
半

（前
者
は
一
四
三
四
年
、
後
者
は
一
四
四
三
年
が
最
後
）
に
は
、
島
津
氏
か
ら
の
贈

与
を
含
め
て
も
、
唐
物
流
入
は
減
少
し
た
。
武
家
の
贈
答
品
は
太
刀
・
銭
な
ど
に
ほ

ぼ

固
定
す
る
傾
向
に
み
ら
れ
、
唐
物
の
比
重
は
小
さ
く
な
っ
た
（
こ
の
こ
と
は
、
大

内
氏
の
幕
府
へ
の
贈
与
か
ら
も
窺
え
る
）
。
そ
の
こ
と
は
、
唐
物
の
評
価
を
定
着
さ

せ
、
座
敷
飾
り
や
唐
物
目
利
き
に
関
す
る
知
識
へ
の
需
要
が
か
え
っ
て
高
ま
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
（
大
永
三
年
〔
一
五
二
三
〕
の
成
立
と
伝

え
ら
れ
る
）
の
よ
う
な
手
引
き
書
（
「
御
飾
書
」
）
の
成
立
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
以
上

で
考
察
を
終
え
る
が
、
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
み
か

ら
唐
物
を
論
じ
た
も
の
で
、
今
後
、
関
連
史
料
の
一
層
の
収
集
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
唐
物
全
般
の
事
例
を
踏
ま
え
た
上
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
盛
本
昌
広
氏
の
方
法
論

に
学
び
、
個
々
の
品
目
の
特
性
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

虎
皮
を
、
中
世
的
な
武
勇
の
象
徴
や
、
征
伐
の
対
象
と
し
て
の
異
国
の
象
徴
と
み
る

保
立
道
久
氏
の
研
究
が
、
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
〔
保
立
一
九
九
八
〕
（
尚
、
本
稿

に

よ
っ
て
、
中
世
後
期
に
お
け
る
虎
皮
の
事
例
に
つ
い
て
は
保
立
氏
の
研
究
に
追
加

で
き
た
よ
う
に
思
う
）
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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『
新
訂
日
宋
貿
易
の
研
究
』
、
国
書
刊
行
会
（
初
版
は
、
↓
九
四
八
・
国

　
立
書
院
）

一
九

七

五
b
　
『
続
日
宋
貿
易
の
研
究
』
、
国
書
刊
行
会

一
九
七
五
c
　
『
続
々
日
宋
貿
易
の
研
究
』
、
国
書
刊
行
会

一
九
七

五

d
　
『
増
補
日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題
』
、
国
書
刊
行
会

二
〇

〇
〇
　
『
後
醍
醐
天
皇
－
南
北
朝
動
乱
を
彩
っ
た
覇
王
ー
』
、
中
央
公
論
新
社
（
新

　
書
）

一
九
九
七
　
『
日
本
中
世
の
贈
与
と
負
担
』
、
校
倉
書
房

一
九
九
九
a
　
「
中
世
前
期
南
薩
摩
の
湊
・
川
・
道
」
（
藤
原
良
章
・
村
井
章
介
編
『
中

　
世
の
み
ち
と
物
流
』
、
山
川
出
版
社
）

一
九
九
九
b
　
「
中
世
前
期
南
九
州
の
港
と
宋
人
居
留
地
に
関
す
る
一
試
論
」
『
日
本
史

　
研
究
』
第
四
四
八
号

一
九
八
九
　
「
日
宋
の
荘
園
内
密
貿
易
説
に
関
す
る
疑
問
ー
一
一
世
紀
を
中
心
と
し
て

ー
」
『
歴
史
科
学
』
第
＝
七
号

一
九
九
三
　
⊃
○
～
＝
世
紀
の
対
外
関
係
と
国
家
ー
中
国
商
人
の
来
航
を
め
ぐ
っ
て

　
ー
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
四
一
号

Iog
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一
九
九
四
　
「
文
献
史
料
よ
り
み
た
一
〇
～
＝
世
紀
の
貿
易
状
況
」
『
貿
易
陶
磁
研
究
』

　
　
　
　
　
第
一
四
号

山
口
県
　
　
一
九
九
六
　
『
山
口
県
史
』
史
料
編
　
中
世
一

山
田
邦
明
　
二
〇
〇
〇
　
「
鎌
倉
府
の
八
朔
」
『
日
本
歴
史
』
第
六
三
〇
号

横
井
　
清
　
一
九
七
九
　
『
東
山
文
化
』
教
育
社
（
歴
史
新
書
、
一
九
九
四
　
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ

　
　
　
　
　
　
ー
）

脇
田
晴
子
　
一
九
九
二
　
「
物
価
よ
り
見
た
日
明
貿
易
の
性
格
」
（
宮
川
秀
一
編
『
日
本
史
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
国
家
と
社
会
』
、
思
文
閣
出
版
∀

綿
貫
友
子
　
一
九
九
五
　
「
中
世
貿
易
陶
磁
の
流
通
と
水
運
ー
貿
易
陶
磁
器
の
受
容
と
国
内
輸
送
路
の

　
　
　
　
　

考
察
ー
」
『
青
山
考
古
』
第
二
一
号

和
田
久
徳
　
一
九
六
七
　
「
十
五
世
紀
初
期
の
ス
マ
ト
ラ
に
お
け
る
華
僑
社
会
」
『
お
茶
の
水
女
子
大

　
　
　
　
　
　
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
二
〇
号

　
　
　
　
　
一
九
八
六
　
「
十
四
五
世
紀
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
船
の
東
ア
ジ
ア
来
航
と
琉
球
国
」

　
　
　
　
　
　
（
島
尻
勝
太
郎
・
嘉
手
納
宗
徳
・
渡
口
眞
清
三
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
球
陽

　
　
　
　
　
　
論
叢
』
、
ひ
る
ぎ
社
）

　
　
　
　
（
つ
く
ば
国
際
大
学
産
業
社
会
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
八
日
受
理
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
二
日
審
査
終
了
）
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Distribution　and　Consumption　of　1皿a1ηα70（Foreign　Goods）

SEKI　Shuichi

This　paper　considers　distribution　and　consumption　ofゐα7α勿oηo　as　a　part　of　the　studies　on　distribution　and

consumption　of　the　medieval　urban　communities．　It　mainly　focuses　on　those　of　Kyoto　in　the　fifteenth　to　the

early　sixteenth　century．

　　　From　the　eleventh　to　the　early　sixteenth　century，ゐαγα彿o〃o　were　br皿ght　into　Kyoto　from　China

through　Sung　trading　vessels，　Tun　vessles　conveying　bu‖ding　materials　of　temples　and　shrines，　messenger

ships　to　the　Ming　Dynasty，　etc、　In　the丘fteenth　century，　trade　with　Korea　started；especially　earlier　in　th三s

century　missions　from　the　Ming　and　Korean　dynasties　and　the　kingdom　of　Ryukyu　visited　Kyoto　bringing

』グα勿o〃o，thus　it　attained　the　peak　of　importation。

　　　As　for　the　examples　of　consuming輪η勿oκo　in　Kyoto，　cases　were　such　as　interior　pieces　for　a　feast，　a

ceremony　or　a　memorial　service，　or　as　offerings　of　a　Buddhist　mass．κατα勿oκo　were　also　used　as　gifts；

emperors，　ex－emperors　or　Ashikaga　shoguns　gave　such　gifts　to　vassals　or　on　the　annual　events　like肋∬α肋

，gifts　were　exchanged．　Among　theseゐαη沈oκo　gifts　were　also　works　of　art．

　　　In　the　fifteenth　and　the　sixteenth　centuries，ゐαη勿oκo　were　also　brought　to　Kyoto　through　the　Shimazu

and　Ouchi　families，　who　independently　engaged　in　foreign　trade．　The　Shimazu　family　actively　presented

shoguns　and　court　nobles　with輪η勿oκo　obtained　from　Ryukyu　and　Korea．　On　the　other　hand，　the　Ouchi

family　generally　restricted　to　presentム抱沈o〃o　to　shoguns　and　court　nobles　in　case　of　being　offered　special

accommodations：their　presents　to　shoguns　were　basically　swords　and　coins．　There　were　also　some　cases　to

divert　or　circulate　presents．

　　　As　the　import　ofゐαγα勿oκo　to　Kyoto　decreased　in　the　later丘fteenth　century，　the　gifts　to∫o幼μγ酩

became　customarily　swords　and　coins；ゐστα勿o〃o　was　given　less　weight　for　gift－giving．

　　　In　Hakata，　a　center　of　commerce，ム7α一卿μs乃〃o（imported　mats），〃o夕α‘・勿o舵κ（Korean　cotton），　grains　of

pepper　were　among　the　gift　goods．　In　Kamakura，知η初oκo　were　booming　in　the　early　fourteenth　century，

and　it　is　assumed　that　they　kept　being　brought　in　as　gifts　after　the丘fteenth　century　on．
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